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は じ め に 

 

 

人が人として尊ばれ、幸せな生活を送ることができる権利である基本

的人権をはじめ、すべての人の人権が尊重される社会をつくりあげるこ

とは、私たちみんなの願いであり、責務でもあります。  

滋賀県では、すべての人の人権が尊重される豊かな社会づくりをめざ

して、平成 13 年(2001 年)３月に「滋賀県人権尊重の社会づくり条例」

を制定し、これに基づき、平成 15 年 (2003 年)３月に「滋賀県人権施策

基本方針」を策定しました。また、同方針に基づく人権施策全般を推進

するために策定した「滋賀県人権施策推進計画」に関しては、人権をめ

ぐる昨今の様々な社会情勢の変化や、県民の人権意識の調査結果等を踏

まえた課題への対応を図る必要があることから、現在、改定作業を進め

ております。さらには、令和５年（2023 年）３月文部科学省通知「誰

一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（ COCOLO プラン）

について」を受けて、滋賀県でも、不登校対策や夜間中学での学び直し

など、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて、取組を進めており

ます。 

県教育委員会においても、「滋賀の教育大綱（第４期滋賀県教育振興

基本計画）」に基づいて、「未来を拓く心豊かでたくましい人づくり」を

基本目標とし、互いの人権を尊重し、多様な人と共に生きていこうとす

る心と態度を育む取組を進めてまいります。  

県生涯学習課としましては、今後も県民一人ひとりが、日常の様々な

場面で起こっている人権課題に気づき、正しく理解した上で、自らの生

き方に関わる課題として受け止め、自分らしく生きることができる住み

よい社会の実現をめざし、人権に関する多様な学習機会の充実や学習情

報の提供など、学習環境づくりに努めてまいります。 

この人権教育啓発冊子「波紋」を地区別懇談会や各種の研修会などで

御活用いただき、様々な人権課題を取り上げていただきながら、学習機

会の工夫や改善が推進されるとともに、学習の輪が一層広がり、人権が

尊重される社会づくりの実践につながることを願っております。  

 最後になりましたが、本冊子の発刊にあたり、事例を御提供いただき

ました皆様に厚くお礼申し上げます。  

 

令和６年（2024 年）３月 

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課  
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Ⅰ 地域で人権教育を進めるみなさんへ 
 

１ なぜ人権教育か 

「人権が尊重される社会」の実現に向けて、あなたはどのような考え方をお持ちでしょうか。 

Ｑ 「人権が尊重される社会」の実現に向けての考え方に近いものを選んでください。 

１ なりゆきにまかせる 

２ 誰かしかるべき人が実現すればよい 

３ 自分も実現に向けて努力したい 

４ その他 

５ 特に考えていない       「人権に関する県民意識調査」（滋賀県）より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県では「人権に関する県民意識調査」を５年毎に実施しています。この調査結果にお

いて、人権が尊重される社会の実現に向けての考え方については、「自分も実現に向けて努力

したい」という人は、平成 23年度では 47.2%と半数近くでしたが、平成 28年度には 39.4%と

約４割に減少し、令和３年度もほぼ同じ割合でした。その一方「なりゆきにまかせる」と「誰

かしかるべき人が実現すればよい」という人を合わせた割合は、平成 28年度は 30.9%、令和

３年度も 32.3%と３割を超えており、依然として消極的な考え方の人が一定数いるものと考

えられます。 

こうしたことから、地域においては人権教育や啓発活動の内容や取組方法の工夫、改善が

求められています。そして、参加者が生涯の各時期において、各人の自発的学習意志に基づ

き、自分自身の問題として実感できるよう、魅力ある学習の場とすることか大切です。 

誰もが幸せに生きていくためには、自分だけではなく、みんなの人権が尊重されなければ

なりません。人権は、私たち一人ひとりの日常生活の中に深く関わっています。 

しかし、私たちはそれに気づかずに見過ごしていることがないでしょうか。人権を大切に

するためには、まず生活の中で起こっている人権課題に気づくことが必要です。 

なりゆきにまかせる

誰かしかるべき人が実現すればよい

自分も実現に向けて努力したい

その他

特に考えていない

無回答

なりゆきにまかせる

誰かしかるべき人が実現すればよい

自分も実現に向けて努力したい

その他

特に考えていない

無回答



2 地域での人権教育を進める推進員の役割 

 

滋賀県では、19市町全てに人権教育推進協議会等が組織され、自主的な学習団体として地

域ごとの学習会（以下「地区別懇談会」といいます）を実施し、人権教育を進めています。

その中心として活動しているのが人権教育推進員等（以下「推進員」）です。推進員は、その

居住地を中心に同和問題をはじめとしたあらゆる人権問題の解決のため、様々な取組を進め、

差別を許さない明るく住みよい地域社会をつくるための重要な役割を担っています。具体的

には、地域での学習の場である地区別懇談会や研修会を企画・運営するなど、人権が尊重さ

れる住みよいまちづくりにつなげることが推進員の大きな役割です。 

また、地域に根ざした学習の場をより充実させ、計画的かつ継続した取組とするためには、

推進員は複数年（２年以上）を任期として活動することが望まれます。 

 

（１）期待される推進員の姿とは 

① 地区別懇談会などの企画・運営を通し、地域住民と共に人権教育の推進を行う。 

② 常に実態や事実に学び、知識だけに終わらず、差別をなくすための行動につなげる。 

③ 自ら研修に努め、普段から人権に関する情報を集め、人権意識を高めていく。 

 

（２）推進員の具体的活動 

① 地域活動   地区別懇談会の企画・運営、学区別懇談会等の共同企画 

         市町・学区など人権教育推進協議会等への参画 

② 啓発活動   住民・団体への啓発、集会・つどいへの参加呼びかけ 

資料提供、広報紙作成 

③ 研  修    自己研修、学習会・研修会などへの積極的参加 

④ 推進活動   自治会、団体との連絡調整、相談活動 

 

 

（１）基本方針 

① 「聞く」懇談会から「話し、考え、参加する」懇談会に 

人権問題は、私たち一人ひとりの問題です。そのためには、話を聞くことも大事で

すが、自分の言葉で人権問題を語り、考えることが重要です。そうすることによって

参加したという充実感も出てきます。全員が参加できるよう工夫をしましょう。また、

自由な雰囲気での懇談会を進めましょう。 

② 草の根の懇談会、地域の実態に合った懇談会を 

集まる範囲が狭くなるほど人の集まりもよくなり、懇談会も活発化し、内容も深ま

ります。地域の課題も取り入れながら懇談会を進めましょう。 
 

（２）具体的な手だて 

① 市町主催の推進員等を対象にした研修会への積極的参加 

ア 人権問題の学習を行い、正しい知識や現状を学びます。 

イ 懇談会の具体的な進め方について学習します。 

３ 地域での学習会について  



② 地区別懇談会の計画 （開催日時、会場、テーマ、進め方等の決定） 

ア 開催日時や会場などを決めます。 

イ 自治会長（区長）、地区人推協会長、公民館職員等との協議をし、ねらい、目的の

設定、内容、方法について話し合います。（事前のアンケート等も有効です。） 

ウ 開催通知の作成、配布をします。 

エ 当日の進行役等、役割の決定をします。 
 

③ 住民に対する参加の呼びかけ 

ア 自治会長（区長）の協力を得て、呼びかけをします。 

イ 自治体職員、教職員、各種団体責任者等への呼びかけをし、協力を求めます。 
 

④ 事前打合せ 

ア 推進員、自治会長（区長）、助言者等で打合せをします。 

イ 事前アンケートを行った場合、結果の集約と問題点の整理を行い、テーマ設定をし

ます。 

ウ 当日の懇談会の進め方、方法を決定します。 

エ 当時の役割分担をします。 
 

 

（３）ファシリテーター（進行役）の役割 

ファシリテーターは、参加型体験学習会の進行役のことです。地区別懇談会では、地域

の実情にあった学習内容・方法を工夫して、学習会を進めます。そのために次の点に気を

つけましょう。 
 

① 参加者一人ひとりを尊重し、安心して参加できるように促しましょう。 
 

② 一人ひとりの発言に耳を傾け、プログラムの進行に生かしましょう。 
 

③ 全ての人が参加できるように配慮しましょう。発言を強要したり、批判をしてはいけません。 
 

④ プログラムの進め方やファシリテーターの範囲を超えた問題が起きた場合は、助言者

などに相談しましょう。進行役は回答役ではありません。 

 

（４）助言者の役割 

助言者は、その場に出てくる疑問や問題について専門的な立場から相談に乗ったり、問

題の深め方について方法を示したりするなど、学習を深める役割を担っています。 

人権問題の学習については、早急に決まりきった答えを出したり、自分の考えを示した

りするよりも、むしろ進行助言や問題のポイントを示すような、学習全体の深まりにつ

いて助言することが望ましいでしょう。そのために次の点について気をつけましょう。 
 

① 課題やテーマが参加者に正しく受けとめられているか注意します。 
 

② 発言が一部の人に偏ったり、主題から離れ間違った理解の方向に進んだりしたときは

軌道修正をします。 

また誤りを含む発言については、整理・解決が図られるよう必要に応じて適切な助言

を行います。 
 

③ 説明的になったり、否定したりする態度はとらないようにしましょう。 
 

④ 行政用語、専門用語はできるだけ避け、平易な言葉で話すようにしましょう。 
 

⑤ できるだけまとめて最後に、実践に結びつくように助言しましょう。 



Ⅱ 豊かな学びをつくるために 

 

本章は、平成 26年(2014年)３月に発行した社会教育における人権学習の手引「語り

合い、学び合い、つながり合い」（滋賀県教育委員会）に収録している「ワークシート

編・解説編」を改訂し、掲載しています。 

それぞれの「ワークシート」を参考にしていただきながら、地域や団体等の実情に合

わせて、地区別懇談会や研修会等に本冊子をご活用ください。 

本冊子「波紋」は、滋賀県教育委員会のホームページ（https://www.pref.shiga.lg.

jp/）または、滋賀県学習情報提供システム「におねっと（https://www.nionet.jp/）」

からダウンロードすることができます。 

インターネットを通じて、必要なページのみを取り出して閲覧することや、印刷また

は配布していただくことも可能です。 

また、関係機関が作成するリーフレットや関連のあるホームページ、学習動画などへ

のリンク先なども紹介していますので、それぞれのテーマに沿った学びを広げてくださ

い。 

 

1.滋賀県教育委員会 

のホームページ(トップページ)へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  タブレットや 

スマートフォン等 

からも閲覧できます。 

 

→ 生涯学習・社会教育・家庭教育 

→ 生涯学習 

→ 生涯学習課のページへようこそ！ 

→ 人権教育啓発冊子「波紋」 

2.滋賀県学習情報提供システムにおねっと 

のホームページ(トップページ)へ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

タブレットや 

スマートフォン等 

からも閲覧できます。 

 

→ 生涯学習課の取組 

→ 社会教育の推進 

→ 人権教育の推進 

→ 人権教育啓発冊子「波紋」 

 

https://www.pref.shiga.lg.jp/
https://www.pref.shiga.lg.jp/
https://www.nionet.jp/


本冊子の活用にあたって 

本冊子は社会教育分野における人権教育を行う指導者のための資料として作成しました。 

以下を参考にし、御活用ください。 

● 内容 

この冊子は、話を聞くだけではなく参加者同士が「ワーク」を通して語り合い、人権問題を主体的

に学ぶ参加型の学習プログラムとなっています。それぞれの「ワーク」は、身近な生活に見られるエピ

ソードを人権の視点で捉え直し、「気づき」「深め」「行動」へつなげるものとなっています。 

それぞれの「ワーク」を活用していただくとともに、学習者の状況や地域の学習課題を踏まえ、工夫

を凝らしてお互いの学びを深めてください。 
 

● 構成 

この冊子は、Ⅰ地域で人権教育を進める皆さんへ、Ⅱ豊かな学びをつくるために、Ⅲ地域・社

会教育関係団体等における実践事例、Ⅳ資料等の４部から構成されています。 

特にⅡには、各人権課題別のワークシート活用および活用例・解説が記載されておりますので、印

刷して御活用ください。 
 

● 進め方   ～ファシリテーターの方へ （「ファシリテーターの役割」は本冊子Ｐ.３をご覧ください）～ 

① 目的 

参加者とともに何を考え、何を学ぶのか、学習の目標やねらいを確認しましょう。 

② 参加者の把握 

参加者のニーズ（要望）を把握することが大切です。事前にアンケートなどを実施してもよいで

しょう。 

③ 会場 

参加者の倍程度の人数が収容できる広さが必要です。できれば、床が平面で机と椅子が移

動できる会場にしましょう。 

④ 時間配分 

「気づき」から「行動」につながる流れと組立てを考慮して、余裕を持った時間配分を決めまし

ょう。 

⑤ 学習プログラムの確認 

プログラムの流れと組立て、手法や教材、時間配分、配布物や準備物などできるだけ詳細に学

習プログラムを確認しましょう。具体的な流れについては、「学習会の流れ」「解説編」を参考に

してください。 

⑥ 全体の流れのシミュレーション 

学習プログラムに基づいて、頭の中で全体の流れをイメージして確認しましょう。 

⑦ テキストの提示方法 

見開きにワークシート書き込み欄、資料、データなどを掲載しています。そのまま印刷して使うこ

とが可能です。内容によっては部分ごとに提示することが効果的な場合もありますので、学習の

場面に応じて工夫して使用しましょう。 

⑧ 学習の形態 

話し合いやワーク等の活動が効果的に行えるグループの人数のめやすは４～６人です。あらか

じめグループ分けをしておいてもよいですし、アイスブレーキング（P.36）を行う中で、グループ

を編成することも可能です。参加者の状況や学習のねらい等に応じて編成しましょう。 

⑨ 準備物 

参加者人数、使用する用具の確認を行い、準備物は少し多めに用意しましょう。日頃から人権

に関する情報を集めておくことがプログラムの組立てに有効です。 



 参 加  ： 活動に積極的に参加しましょう 

○ 参加者の話し合いで作っていく学習会です。一人ひとりが積極的に参加するよう

心がけましょう。 

 尊 重  ： 互いの考えや感じ方を尊重しましょう 

○ 相手の意見をしっかり聴きましょう。また、一人で長く話し過ぎないようにしましょう。 

○ 発言は強制ではありません。聴いているだけの参加も認めましょう。 

 守 秘  ： 話し合い活動で知った参加者の個人情報は持ち帰らないようにしましょう 

○ 活動の中で知った参加者の個人に関わる話の内容は、他の場所で他人に話した

りしないようにしましょう。 

● 約束事 （学習を始める前に全員参加で確認しましょう） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

学習の流れ(60分) 支援のポイント 

 
１５分 

１ 趣旨説明 
 

 アイスブレーキング 

 

 グループ分け 

 

２ 約束事の確認 

 

○テーマ・学習会の目的を確認します。 

→P.27～「各人権問題別ワークシート活用例」参照 

○参加者の緊張をほぐし、場の雰囲気を和やかにします。 

→P.36「アイスブレーキングの手法」参照 

○話し合い活動が行いやすい人数（４～６人）でグ

ループを作ります。 

○ワークに入る前に約束事（「参加」「尊重」「守

秘」）を確認します。 

 
３０分 

３ ワークシートによる活動 
 

【ワークⅠ】 

どう思いますか？ （気づく） 

【ワークⅡ】 

考えてみましょう！（深める） 

【ワークⅢ】 

話し合いましょう 

できること！  （行動する） 

○ワークシートを配布して、【ワークⅠ～Ⅲ】の活動

を進めます。  

→解説編 P.27～「２ 進め方（ワークシート活用例）」を参照 

・ イラスト等を参考にして、日常生活にある人権問

題について率直な意見を語り合います。 

・ 資料等を参考にして、各人権問題について語り合

い、考えを深めます。 

・ 地域で今まで取り組んできたこと、これから取り

組めそうなことを語り合います。 

 
15 分 

４ 各グループの発表 

 

５ まとめ・ふりかえり 

○グループで出てきた内容を全体で交流し、できる

だけ多くの考えに接するようにします。 

○参加者の「気づき」や意見を聞き、学習の整理、

共有の場とします。最後に、互いにお礼を言って

活動を終えます。 
 

（「人権教育推進プラン」より） 

身近な生活の 

中にある問題に 

気づくこと 

能力や可能性を

発揮できる社会

をつくること 

自分の問題として 

とらえ行動に 

つなげること 

社会教育分野における 

人権教育で取り組みたい 

３つの柱 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 １ 女性 

● 左上のイラストはある共働き家庭での様子です。右上のイラストはある自治会で

の様子です。あなたはこれらのイラストを見てどう思いますか？ 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● 家庭や地域で役割分担を考えるときに、「男だから」「女だから」という理由で決ま

っているものはありませんか？ 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 家庭や地域において男女が互いに協力し、それぞれの個性や能力を発揮するため

にはどうしたらよいでしょうか？これまでにできていること、さらにこれからで

きることは何だと思いますか？ 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 



備考：端数処理の関係上、構成比の合計が 24時間に 

ならない場合があります。 

睡眠・食事等 

 

仕事・通勤 

 

家事・育児・ 

介護・買い物 

 

余暇活動 
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10:20 7:47 0:50 5:04
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共働き世帯の妻

１次活動（睡眠・食等）

２次活動（仕事・通勤・学業）

２次活動（ 家事・育児・介護・買い物）

３次活動（余暇活動）

10:29 4:42 4:29 4:20

11:02 0:07 6:45 6:05

10:20 7:47 0:50 5:04

10:37 6:49 1:01 5:34資料：「令和３年社会生活基本調査」（総務省）をもとに作成 

（時間） 

資料：「市町における男女共同参画推進状況」（滋賀県女性活躍推進課）より 
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ワークシート編 ① 対象者別 １ 女性 

 

資料② ● 

 

資料③ ●「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方に

ついて（滋賀県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料① ●  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ２ 子ども 

● 下校時みんなのカバンを無理やり持たされている子どもがいました。あなたはこ

のことをどう思いますか？ 

● また、カバンを持たされている子どもやこれを周りで見ている子どもはどんな気

持ちでしょうか？ 
 

                                                                                    

                                            

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● あなたの地域では、どの子どもも生き生きと過ごしていますか？ 

● 子どもの様子で気になることはありませんか？ 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 子どもをいじめから守り健全に育てるために、地域や家庭でできていること、さら

にできることは何だと思いますか？ 

 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート編 ① 対象者別 ２ 子ども 

資料② 

いじめへの気づき 

※H24.11.20 小森美登里氏（滋賀県いじめ対策研究チーム会議委員／   

ＮＰＯ法人ジェントルハートプロジェクト理事）講演から抜粋  
 

○ 「しばらく様子を見る」対応は大変危険 
・いろんな事案を見てみると、子どもは、大人が思っている以上に、切羽詰まるま

で、いじめられていることを打ち明けないことがわかってきました。 

・ですから、子どもが相談してきた時点では、すでに心の傷は相当深くなっている

と理解すべきであり、「しばらく様子を見る」対応は大変危険です。様子を見てい

る間に、いじめは深刻化し、心の傷はさらに深くなっていく恐れがあります。 
 

○ 子どもの頃を思い出そう 

・なぜ、いじめられていることを大人に相談しないのか。そう思う前にちょっと立

ち止まって、自らの子どもの頃を思い出してみてください。 

・子どもが、やっとの思いで打ち明けてくれたとき、「どうして相談しなかったの」

「相談しないあなたもいけない」といった対応をすることは、子どもを絶望させ

てしまいます。 
 

○ 被害者責任論は大人の誤解 

・どんなことがあっても、人が人を傷つけていいはずはありません。 

・被害者責任論は、問題を複雑化させているいじめに対する大人の誤解です。「いじ

められるあなたにも原因があるのではないか」－この言葉もまた、やっとの思い

で打ち明けてくれた子どもを絶望させるものであることを肝に銘じておきたいも

のです。 
 

○ いじめは、いじめ加害者問題 

・繰り返されるいじめ行為を止めない限り、真の問題解決にはつながりません。 

・その意味で、被害者を守ることと併せて、加害者が抱える問題にどこまで寄り添

うことができるのか。いじめ問題は、いじめ加害者問題であるとの認識で取り組

むべきと考えます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ３ 高齢者 

● 隣のおじいさんはよく散歩に出ていたのに、最近は外で会うことがなくなりまし

た。おじいさんはどうされたと思いますか？ 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● 年をとってからあなたはどのような暮らしがしたいですか？ 

● また、高齢者の悩みにはどのようなものがあるでしょうか？ 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 高齢者が安心して暮らすために、地域でできていること、さらにできることは何

だと思いますか？ 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

 

ワークシート編 



地域で、高齢者とその家族が孤立しないよう普段から声を掛け合いましょう。 

また、近所の高齢者の変化に気づいたら地域包括支援センターや社会福祉協議会など

に相談しましょう！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート編 ① 対象者別 ３ 高齢者 

令和 2 年時点では、約 3.8 人に 1 人が高齢者（65 歳

以上）ですが、令和 22 年（2040 年）には、約 3 人に

1 人が高齢者になると見込まれています。 

YouTube法務省チャンネル 

人権啓発ビデオ 

 「虐待防止シリーズ」高齢者虐待 

 虐待には、たたくなどの身体的

虐待、食事を与えないといった介

護・世話の放棄・放任、言葉など

による心理的虐待、わいせつな行

為を強要するといった性的虐待、

年金などを取りあげるといった経

済的虐待があります。 

 家族や高齢者が直接相談に来る

ことができない場合もあります。 

 虐待を受けたと思われる高齢者

を発見した場合には、市町の窓口

（地域包括支援センターなど）へ

通報してください。 

 
高齢になっても働きやすい職場にしたいな…。 

何ができるかな。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ４ 障害者 

● 障害がある人との出会いや関わりについて、振り返ってみましょう。 

                                                                                    

                                           

                                         

● 上のイラストのように、障害を理由としてサービスの提供を拒否したり、条件を

つけたりすること等についてどう思いますか？ 

                                                                                  

                                            

                                           

● 障害がある人への差別を解消し、障害がある人もない人も共に暮らすために、

地域でできることや自分ができることをあげてみましょう。 

                                                                                    

                                      

                                             

ワークシート編 

ワークⅠ 

考えてみましょう！ 

ワークⅡ 

どう思いますか？ 

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

障害
しょうがい

がある人
ひと

は保護者
ほ ご し ゃ

や介助者
かいじょしゃ

が一緒
いっしょ

でないと窓口
まどぐち

対応
たいおう

しないと言われた。 



障害がある人もない人も共に生きる社会を目指して 

～滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例が施行されました～ 

 

１ 条例の目的 

  この条例は、障害がある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる

社会（共生社会）の実現を目指しています。 
 

２ 対象となる「障害者」とは？ 

  この条例の対象となる「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではあ

りません。 

身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより心身の機能の障害があ

る人であって、障害および社会的の中にあるバリアにより継続的に日常生

活または社会生活に相当な制限を受ける人すべてが対象です。 

→これは「障害の社会モデル」の考え方に基づいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 「障害の社会モデル」とは？ 

「障害の社会モデル」とは、障害がある人が日常生活や社会生活において受ける制限は、

心身の機能障害のみによって生じるものではなく、社会の中にあるバリア（社会的障壁）によ

って生じるという考え方です。社会の中にあるバリアを社会全体で取り除いていきましょう。 

・例えば、階段を車イスで上がることはできません。⇒障害がある 

・しかしスロープが設置されれば車イスでも上がることができます。⇒社会モデルでは障害が解消された 

 

 

 

 

 

 

この条例では、障害を理由とする差別を解消するため、すべての県民、事業者に、障

害がある人に対する差別を禁止するとともに、合理的配慮の提供を求めています。詳し

くは本冊子 P.５8 をご覧ください。 

 

障害を理由とする差別とは？ 

 正当な理由がなく、障害を理由として、サービスの提供を拒否

したり、制限したり、条件をつけるたりすることです。 

 

合理的配慮の提供とは？ 

障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合において、負担が重

くない範囲で配慮を行うことです。重い負担がないのに「合理的配慮をしないこと」は

差別に当たります。「お互いの事情」を分かりあい、共に「何ができるか」アイデアを出

し、建設的な対話によって、その時々にできる配慮を導き出すのが合理的配慮です。で

きないと判断する前に、どうすれば対応できるかを考えることが重要です。 

ワークシート編 ①対象者別 ４ 障害者 

YouTube法務省チャンネル 

人権啓発動画 「障害のある人と人権 ～誰もが住みよい社会をつくるために～」 

法務省 

http://4.bp.blogspot.com/-Nc7j8Y3HbmE/WYAx4yWIC3I/AAAAAAABFwc/Kp-0e6dFjsE2rn3BpPobkVHfj1H9NnBngCLcBGAs/s800/kurumaisu_kaidan.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ５ 部落差別（同和問題） 

● あなたの知らない間に、戸籍等の個人情報が取得されていたらどう思いますか？ 

● また、差別につながる身元調査が行われるのは、なぜだと思いますか？ 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● あなたは住宅を選ぶ際、どのような条件を考えますか？ 

● また、購入する土地の近隣に同和地区があるか気になりますか？ 

それは、なぜですか？ 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 部落差別（同和問題）の解決に向けて地域でできていること、さらにできること

は何だと思いますか？ 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート編 ① 対象者別 ５ 部落差別（同和問題） 

戸籍や住民票などの個人情報につい

ては、行政書士や司法書士などは、依頼

を受けた業務の遂行上、必要な場合は本

人の同意を得ることなく交付を請求す

ることができます。 

このような制度を悪用して興信所な

どに個人情報を不正に取得し、売買する

という事件が県外で起こっており、県内

でも不正取得が疑われる事件が発生し

ています。 
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=1,560)

男性(N=647)

女性(N=851)

答えたくない(N=42)

18～29歳(N=160)

30歳代(N=154)

40歳代(N=261)

50歳代(N=255)

60歳代(N=275)

70歳以上(N=431)

資料③  

避けると思う

どちらかといえば避けると思う

どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う

無回答

 

法務省 

人権啓発動画 

「同和問題 未来に向けて」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ６ 外国人 

● 滋賀県には、どれくらいの外国人が住んでいると思いますか？ 

どこの国から？ 人数は？ 何をしているの？（留学、就職、国際結婚、研修） 

どんな言葉を話しているの？ 

 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● 外国人との出会いや関わりについて振り返ってみましょう。 

● また、あなたの地域は外国人が住みやすいところですか？ 

 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 昔に比べて、地域で暮らし続ける外国人は増えてきています。同じ地域で共に暮ら

していくために必要なことは何だと思いますか？ 

 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 
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ワークシート編 ① 対象者別 ６ 外国人 

ベトナム

9,585人

ブラジル

9,251人
中国

4,740人

韓国

3,724人

フィリピン

3,165人

インドネシア

2,191人

ペルー

1,548人

ネパール 685人
ミャンマー

677人

タイ 472人

その他

3,328

総数 3９，３６６人 

滋賀県総合企画部国際課  

滋賀県内の外国人人口（2023 年 12 月末）をもとに作成 

滋賀県総合企画部国際課  

滋賀県内の外国人人口（2023 年 12 月末）をもとに作成 
在留外国人 

永住者 

技能実習 

特別永住者 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ７ 患者 

● あなたは、難病と呼ばれる病気について知っていますか？ 

● また、Ａさんの気持ちはどのようなものだと思いますか？ 

 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● あなたが病気になったら、困ることはありますか？ 

病気になった場合の悩みには、どのようなものがあるか考えてみましょう。 

 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 病気の人やその家族が地域で孤立しないようにするため、これまでにできているこ

と、さらにこれからできることは何だと思いますか？ 

 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート編 ① 対象者別 ７ 患者 

病気の人とその家族が孤立しないよう地域全体で支え合うことが大切です。 

 病気に対する誤解や偏見などにより、人との関係

を絶たれたり、人としての尊厳を傷つけられたり

することがあります。 

 このような誤解や偏見をなくすために、まず病

気について正しく知ることが大切です。 

ハンセン病 

「らい菌」によって 

引き起こされる感染症です。 

「らい菌」の感染力は弱く、 

仮に感染したとしても発病する 

ことはまれです。現在では治療法も確立してい

るため、万一発病しても、早期に発見し適切な

治療を行えば後遺症が残ることはありません。 

 

エイズ 

感染した結果、免疫力が低下し様々な病気が

引き起こされた状態を言います。 

エイズの原因であるウィルスをヒト免疫不全

ウィルスといい、HIV と表します。 

HIV の感染経路は限られており、予防の知識

と適切な行動でエイズは予防可能な病気です。 

 

難病 

 原因が不明で治療方法が確立されていない病

気です。その種類は数多くあり、国でも治療研

究が進められています。 

 原因が不明なため、様々な誤解や偏見があり

経済的な問題や精神的ケア、家族の負担など患

者・家族だけでは解決できない問題もありま

す。 

ハンセン病 

もっと学ぼう 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 対象者別 ８ 犯罪被害者等 

● あなたが窃盗の被害にあい、家の中が荒らされていました。このような被害にあ

ったら、どのような気持ちになると思いますか？ 

 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● 被害後に生じる二次的被害（更なる被害）について、どのようなものがあると思い

ますか？また、あなたが被害者で、上記イラストの会話を聞いたら、どのような気

持ちになると思いますか？ 

 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● 犯罪被害にあった人が地域で安心して暮らすために、できることは何だと思います

か？ 

 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 
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ワークシート編 ① 対象者別 ８ 犯罪被害者等 

参考 法務省 

YouTube法務省チャンネル 

人権啓発ビデオ 「インターネットと人権 ～加害者にも被害者にもならないために～」 

【ドラマ 無断で個人情報をインターネット上に公開してしまった事例】 

 

◆ 加害者側の弁護士と話した 

◆ 裁判所の手続きで対応を求められた 

◆ 家族のまとまりが乱れた 

◆ 転居した 

◆ 近所の人に変な目でみられた 

◆ 友人、同僚等周囲との関係が変化した 

◆ インターネット上に個人情報が勝手に書 

き込まれた 

犯罪被害者とその家族が安心して暮らせるよう、寄り添うという気持ちを

持って地域づくりを考えましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

深めましょう！ 
理解を 

正しい認識と 

人権課題について 

こうした 

ホームレス 

刑を終えた人・保護観察中の人等 

性的指向・ジェンダーアイ

デンティティ※
 

アイヌの人々 

拉致被害者等 

※「ジェンダーアイデンティティ」とは、自分の性をどのように認識して

いるか、どのような性のアイデンティティを持っているかということで、

「性自認」や「性同一性」と言われることもあります。 

 

「ＬＧＢＴ」 

ＬＧＢＴとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダ

ーの頭文字を取って組み合わせたものです。 

ＬＧＢＴも含めて、人口に対する割合が少ないことから性的マイノリテ

ィといわれることもあります。 

 

※地域生活定着支援センター 

高齢または障害を有することにより、刑務所、少年刑務 

所、拘置所および少年院から出所・出院した後、自立 

した生活を営むことが困難と認められる者に対して、 

保護観察所と協働して、出所後直ちに福祉サービ 

ス等を利用できるようにするための支援 

を行う機関です。 

 

「ホームレス」とは、公園、河川、

道路、駅舎、その他の施設を故なく起

居の場所として日常生活を営んでい

る人をいいます。自立の意思がありな

がら、やむを得ない事情でホームレス

となり、健康で文化的な生活を送るこ

とができない人々が大都市を中心に

多数存在します。ホームレスになった

理由としては、「仕事の減少」や「倒産、

失業」などの仕事関係が多く、また健

康状態については、十分な食べ物が得

られず、多くの人が体調不良を訴えて

います。 

ホームレスのおかれている状況を

理解し、社会復帰に向けた支援を行う

ことが必要です。 

刑を終えた人、保護観察中の人（仮釈放者、少年

院仮退院者など）やその家族に対する偏見や差別は

根強く、特に就職や住居の確保などのときに差別さ

れることが多く、社会復帰を困難にしています。ま

た、このことが再犯に陥る要因の一つともなってい

ます。周囲の人々が理解を深め、地域社会の一員と

して円滑な社会生活を営めるよう、こうした人々や

その家族に対する偏見や差別をなくしていくこと

が大切です。 

特に、社会復帰には雇用の場の確保が重要である

ため、事業所の理解を得るための啓発に努めるとと

もに、単独で生活を立て直すことが困難な高齢者や

障害者に対しては、地域での生活を支援するため、

地域生活定着支援センター※において、福祉サービ

スの利用援助や相談等を行います。 

アイヌ※の人々は、固有の 

言語や伝統的な儀式等、独自 

の豊かな文化を持っています 

が、近世以降のいわゆる同化 

政策などにより、今日ではその文化 

の十分な保存・伝承が図られている 

とは言い難い状況にあります。 

アイヌの人々の民族としての誇

りを尊重し、アイヌの人々に対する

理解と認識を深めることが必要で

す。 

生まれてきたときの性別 

である「からだの性」と自分 

が認識している「こころの性」 

が、一致しない人がいます。 

また、「男だから女が好き」 

「女だから男が好き」とは限り 

ません。性のあり方は人により 

さまざまです。一方的な見方で判断し 

てしまうのではなく、多様性を受け入 

れることでだれもが自分の性のあり方 

を尊重され、自分らしく生きられ 

る社会の実現にむけて、まずは 

正確な知識を身に付け、理解を深め 

ていくことが必要です。 

北朝鮮当局による日本人拉致は重大な人権侵害です。 

解決のためには、拉致問題に対する世論を高め、国際社会と協力し

ていくことが必要であり、国と連携し啓発活動を実施します。 

※「アイヌ」とは、アイヌ語で「カムイ｣(神々、自然) に対する

「人間」という意味です。令和元年（2019 年）５月、「アイ

ヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推

進に関する法律」が施行され、政府は、アイヌ施策の総合的な

企画・立案・推進に取り組んでいます。 

参考：「滋賀県人権施策推進計画」 

   「こころやわらかく」 

（滋賀県人権施策推進課） 

① 対象者別 ９ その他 ワークシート編 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の保護 

インターネット上の人権侵害 ヘイトスピーチ 

災害発生時の人権課題 

現代社会では、様々な分野において大

量の個人情報が保有され利用されてい

ますが、これらの情報はプライバシー保

護の観点から適正に利用されなければ

なりません。 

行政機関だけではなく、事業所におい

ても個人情報の適正な取扱いが求めら

れています。 

また、各個人それぞれも自己の個人情

報を適切に管理し、他人に関わる個人情

報を取り扱うときは、その権利利益を侵

害しないようにする必要があります。 

 

高度情報化の進展の中で、インターネ

ットの利用により情報の収集・発信やコ

ミュニケーションにおける利便性が大

きく向上するなど、私たちの生活は便利

で豊かなものとなりました。 

しかし、その一方で情報発信の匿名性

を悪用して、他人を誹謗中傷する表現や

差別を助長する表現等の個人や集団に

とって有害な情報の掲載が行われるな

ど、人権に関わる問題が発生していま

す。さらに、安易な個人情報の発信や有

害サイトの利用などから犯罪に巻き込

まれる事件も発生しています。 

こうしたインターネットによる人権

侵害を防止するためには、インターネッ

ト利用上のルールやマナー、個人のプラ

イバシーや名誉に関する正しい理解を

深めることが大切です。 

 

大規模な災害は、多くの命を危険にさ

らし、人々の暮らしを奪い、理不尽な苦

しみを強いるものです。 

平成 23年（2011 年）３月に発生し

た東日本大震災および原子力発電所の

事故によって、避難生活を強いられた高

齢者、障害者、女性、乳幼児等に対する

配慮が欠けていたことが問題になりま

した。また、放射線被ばくについての風

評等に基づく差別的言動等も発生しま

した。 

こうした災害時においては、被災者の 

人権尊重の視点に立った対応・配慮など

を行うことが一層必要です。 

 

人種、国籍、思想など特定の属性を有

する集団を貶め、差別・排斥するなどの

言動であるヘイトスピーチは、人々に不

安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人と

しての尊厳を傷つけたり、差別意識を生

じさせたりすることになりかねません。 

ヘイトスピーチは、マスメディアやイ

ンターネット等で大きく報道され社会

的な関心が高まっており、人権が尊重さ

れた社会の実現には、こうした言動は許

されるものではないことを啓発する必

要があります。 

特に特定の民族や国籍の人に対する

ヘイトスピーチについてはこれらをな

くすためのヘイトスピーチ解消法（正式

名称「本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組の推進に関

する法律」）が、平成 28年（2016 年）

６月に施行されました。 
次ページのワークシート 

を活用してください。 

参考：「滋賀県人権施策推進計画」 

   「こころやわらかく」 

（滋賀県人権施策推進課） 

①対象者別 ９ その他 ワークシート編 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② その他 インターネット上の人権侵害 

● あなたは、インターネット上で起こっている問題についてどのようなことを知っ

ていますか。 

                                                                                    

                                            

                                         

ワークⅠ 

どう思いますか？ 

● あなたがインターネットを利用する場合、気をつけていることはありますか？ 

● お子さんがいる場合、インターネットを使うときの約束事などを決めていますか？ 

                                                                                  

                                           

                                          

ワークⅡ 

考えてみましょう！ 

● インターネットをみんなが安心して使うために、気をつけなければならないこと

は何か考えましょう。 

                                                                                    

                                      

                                          

ワークⅢ 

語り合いましょう 

できること！ 

ワークシート編 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークシート編 ② その他 インターネット上の人権侵害 

法務省 
【YouTube法務省チャンネル】 

人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」インターネット編 

人権啓発ビデオ 「インターネットと人権 ～加害者にも被害者にもならないために～」 

【ドラマ 無断で個人情報をインターネット上に公開してしまった事例】 

相手の顔が見えないからこそ、モラルやマナーが大切です。 

【主な相談内容】 

〇詐欺・悪質商法等による被害に関するもの 

〇名誉棄損・誹謗中傷等による被害に関するもの 

〇不正アクセスによる被害によるもの 

〇迷惑メール・スパムメールによる被害に関するもの など 

サイバー犯罪に関する相談の受理件数の推移（滋賀県内）    

滋賀県警 HP「サイバー犯罪の概要」より  



 

１. 目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ イラストを見て、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。 

２ 資料①、②を参考にして、男女の家庭や地域の様子について考えてみま

しょう。 

≪視点１≫ 家庭においては、男女の家事・育児等の時間の違い（資料①）に注目し

ます。 共働きでもそうでなくても、家事・育児などの多くを女性が担

っている状況から、「家事や育児は女性がするもの」という考えが根底

にないか話し合います。 

≪視点２≫ 滋賀県では、自治会の女性の代表者は 13％程度です。（資料②）このこ

とから、「代表は男性がするもの」という考えがないかを考えます。 

Ⅱ 

1  家庭や地域で「男だから」「女だから」という理由で決まっていることは

ないか、出し合いましょう。 

２ 資料③を参考にしてその理由について考えてみましょう。 

≪視点３≫ 滋賀県では、「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方

に同感する割合が 34.8%あります。 

家庭や地域で、固定的な性別役割分担意識にとらわれている様々な事

例を出し合い、その理由について考えます。 

Ⅲ 

● 男女が互いに協力し、それぞれの個性や能力を発揮するためには、どの

ようなことが大切かを話し合いましょう。 

≪視点４≫ 家庭や地域でできることについては、「語り合いましょう！」を参考に

話し合います。 

≪視点５≫ 地域で防災マップや避難所運営などのマニュアルがある場合は事前に

用意し、女性の視点がいかされているか確認してもよいでしょう。 

 

３. より深く学ぶために（資料） 

 

滋賀県が実施した男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査によると、「男

性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」といった男女の役割を固定的に捉える意識

が依然として残っています。そのことが、男性・女性のそれぞれが主体的に生きる

ための多様な選択や能力発揮の妨げになっていることがあります。 

ここでは固定的な性別役割分担意識※について考え、語り合いを通して男女が共

に生き生きと活躍できる地域づくりにつなげましょう。 
※「固定的な性別役割分担意識」とは、男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるに

もかかわらず、男性・女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいいます。 

① -１ 女性 

「男女共同参画啓発シート」（滋賀県女性活躍推進課） 
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/danjyosankaku/11599.html 

解 説 編 各人権問題別ワークシート活用例・解説 解 説 編 

 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/danjyosankaku/11599.html


 

１. 目的 

 

 

 

 

 
 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ イラストを見て、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。 

２ それぞれの子どもの気持ちについて考えてみましょう。 
≪視点１≫ いじめ問題を考えるとき、いじめられている子どもに責任はありません。いじめている

子どもも、いついじめを受ける側になるかわかりません。 

いじめは、軽微なことがきっかけとなってエスカレートし、深刻化します。また、大人や先

生が見てないところでほとんどのいじめが発生しています。そこで、イラストのような状

況を、ささいなこととして見逃さず、それぞれの子どもの気持ちを考えます。 

３ 資料①を参考にして、地域のどんな場面で「いじめへの気づき」ができるか考

えてみましょう。 
≪視点２≫ 資料①の中にもある「子どもは、大人が思っている以上に切羽詰まるまでいじめられ

ていることを打ち明けない」ということなどもふまえ、地域のどのような場面でかかわる

ことができるか考え、そして話し合います。自身の地域での経験などをもとに話し合い

ます。 

Ⅱ 

● 資料②を参考にして、地域での子どもの様子について出し合ってみましょう。

その中で気になる様子などがあれば話し合ってみましょう。 
≪視点３≫ 資料②は、地域で子どもを見守る場合のチェック項目として使うことができます。 

Ⅲ 

● 地域や家庭で子どもをいじめから守り、健全に育てるためにできることを話し

合いましょう。 
≪視点４≫ 子どもが地域行事（祭りや運動会など）にどのように参加しているかを出し合います。

また、スポーツ少年団などの取組がある場合、指導者にもいじめについて理解を深め

てもらうよう働きかけます。 

≪視点５≫ 子どもの様子について各家庭で気をつけていることを出し合いましょう。いじめは、学

校だけではなくケータイやスマホ（スマートフォン）を通じて行われていることもありま

す。子どもがケータイなどでどのようなサイトにアクセスし、どんなやりとりをしているの

か話を聞くことも大切です。 

≪視点６≫ いじめや虐待、体罰などが疑われる場合は、学校や行政に相談・連絡するように伝え

ます。また、子育ての中で保護者も悩んでいると感じた場合は、相談窓口を紹介しま

す。 
 

３. より深く学ぶために（資料） 

 

 

 

 

児童憲章前文では、児童は人として尊ばれること、社会の一員として重んぜられること、

よい環境の中で育てられることが記されています。しかしながら、いじめや虐待、体罰など

子どもの人権を侵害する事件が発生しています。 

ここでは、子どもの人権問題としていじめ問題について考えます。語り合いを通していじ

め問題の解決に向けて、学校と協力して地域や家庭でできることを考えましょう。 

① -２ 子ども 

・学校教員向け「いじめ対応リーフレット」（滋賀県教育委員会 R４年３月改定）  

  http://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5308850.pdf 

・「生徒指導リーフ」シリーズ（国立教育政策研究所）   

https://www.nier.go.jp/shido/leaf/ 

・「『いじめ』させない見逃さない」（法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会） 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00155.html 

解 説 編 各人権問題別ワークシート活用例・解説 解 説 編 

法務省 

http://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5308850.pdf
https://www.nier.go.jp/shido/leaf/
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00155.html


 

１. 目的 

 

 

 

 

 

 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワー

ク 
進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ イラストの会話を参考にして、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。 

２ 資料①を参考にして、高齢者に関わる様々なケースについて考えてみましょう。参加者の

関心の高い問題（介護や虐待問題等）を中心に話を進めましょう。 
≪視点１≫ 
● 介 護 介護される人の病気や身体症状を正しく理解するとともに、プライバシーの保護に配慮し、相手

の気持ちを大切にして介護をしましょう。また、介護者の人権にも留意しましょう。一人で介護

している場合など、介護者が精神的に追い込まれる場合もあります。介護者が相談できる窓口な

どを紹介（相談窓口一覧へ）するとともに、地域で介護者を支援する取組を考えましょう。 

● 虐 待 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「法」という。）第 7条

１項では、「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生

命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならな

い」とされています（通報義務）。また、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていない場合

でも、「速やかに市町村に通報するよう努めなければならない」（法第７条２項）とされています

（通報努力義務）。なお、法第 8条では、通報等を受理した職員は、通報等をした者を特定させる

ものを漏らしてはならないとされており、通報者に関する情報が漏れることはありません。この

ように、虐待を受けたと「思われる」高齢者を発見した場合、虐待が行われていることが確定的

でなくても通報すべきとされており、早期発見によって深刻な事態を回避することが大切です。 

● 認知症 認知症は、いろいろな原因で、脳の細胞が損傷を受けたり働きが悪くなったために認知機能（物

事を覚えたり、言葉を使う、計算する、問題を解決するために深く考えたりする頭の働き）に障

害が起こっている状態をいいます。原因となる病気によって症状の出方に違いがありますが、「新

しい情報を記憶できない」等の症状によって日常生活や社会生活に支障が出てきます。まずは、

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を地域全体で見守ることができるような取組が求めら

れています。 

● 就 職 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けること

ができるよう、企業に対して 65 歳までの取組を義務に、70 歳までの取組を努力義務にしてい

ます。高齢者が働きやすい環境をつくるために必要なことを考えてみましょう。 

 

Ⅱ 

１ 資料②を参考にして、高齢期に取り組みたい活動について意見を聞いてみましょう。 

２ また、高齢者の困りごとにはどのようなものがあるかを考えてみましょう。 
≪視点２≫高齢になっても仕事を持ち、社会活動に参加したいと考えている人は多くいます（資料②）。その

ような活動をするのに高齢者にはどのような困りごとがあるのか考え、支援につなげていきます。 

Ⅲ 

１ まず資料③を参考にし、高齢化の進行状況を確認しましょう。 

２ 高齢化が進む中、地域でどのような支援が求められているか、地域で取り組んでいること、

更にできることについて語り合いましょう。 
≪視点３≫地域によっては既に様々な取組が行われている事例があります。成功例や失敗例、現在の課題な

どについて話し合います。 
≪視点４≫高齢者虐待などが疑われる場合は、市町の窓口（地域包括支援センターなど）に連絡するように

伝えます。また、介護等に悩んでいると感じた場合は、相談窓口を紹介します。 
 

３. より深く学ぶために（資料） 

   

高齢化が急速に進む中、誰もが住み慣れた地域において生きがいを持ち、安心して暮らせ

る社会の実現が求められています。しかしながら、身体的な機能の低下や認知症などになる

と支援が必要になってくる場合があります。 

このような中で、誰もがいつまでも住み慣れた地域でいきいきと暮らすために地域ででき

ることを考えましょう。 

① -３ 高齢者 

・「知りたいことがＱ＆Ａでわかるみんなで学ぶ認知症の本」（東京法規出版） 

・介護予防に関するリーフレット、資料｜滋賀県ホームページ 
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/15718.html 
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１. 目的 

 

 

 

 

 

 

 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

● まず、自分の経験などから障害について知っていることを話し合ってみ

ましょう。 

≪視点１≫ 

・障害には、身体障害（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、内部障害）、知的障害、

精神障害があり、それぞれの障害を正しく理解し、個々に応じた配慮をするこ

とが必要です。 

・障害には、病気や事故による外傷、加齢など後天的なものも当然あります。人

ごとではなく我がこととして考えましょう。 

Ⅱ 

● イラストを見て、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。また、これ

までに経験したり、聞いたりした障害がある人に対する差別の事例を率

直に出し合って、どのように思うか考えてみましょう。 
≪視点２≫  

・条例では、すべての県民、事業者に障害がある人に対する差別を禁止するとと

もに、合理的配慮の提供を義務としています。 

Ⅲ 

● 障害がある人への差別を解消し、障害がある人が暮らしやすいまちづく

りをするために地域や自分でできることを話し合いましょう。また、障

害の社会モデルの例を参考に、地域での障害がある人への障壁は何か、

どう解消していけばよいか話し合ってみましょう。 
≪視点３≫ 

・社会的障壁とは、障害がある人にとって日常生活または社会生活を営む上で障

壁となる社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものと定められて

います。 

 

３. より深く学ぶために（資料） 

 

 

 

 

 

 

障害がある人の暮らしやすいまちは、誰もが暮らしやすいと思います。障害があ

る人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら共に生きていくことが大切

です。ここでは、障害がある人との今までの出会いや経験を語り合い、誰もが暮ら

しやすいまちにするためにできることを考えましょう。 

① -４ 障害者 

・「合理的配慮」を知っていますか？  

・「障害者差別解消法がスタートします」（内閣府） 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet.html 

・「みんなで考えよう！発達障害」（滋賀県） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5391480.pdf 

・「障害者への虐待を防ぐために」 

～障害者虐待防止法について～（滋賀県障害者権利擁護センター） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5289827.pdf 

・「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」（滋賀県） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/303112.html 

解 説 編 各人権問題別ワークシート活用例・解説 解 説 編 

滋賀県障害福祉  

「滋賀県障害者差別のない 

共生社会づくり条例」 
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１. 目的 

 

 

 

 

 

 

 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ 知らない間に戸籍等の個人情報が取得されていたらどう思うかについて、率直

な意見を聞いてみましょう。 

≪視点１≫ 戸籍等の不正取得による身元調査は誰もが対象となっています。身元調査

を許さないことは自分自身の個人情報を守ることでもあり、全ての人の問

題であることを共有します。 

２ 資料①により、戸籍等の個人情報を売買する事件が起こっていることを確認します。 
≪視点２≫ 八業士（弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険

労務士・弁理士・海事代理士）と呼ばれる資格を持つ人は、職務上の請求用

紙により本人の了解なしに戸籍等を取得することができます。このことを悪

用して、戸籍等の個人情報が不正に取得される事件が起こっています。 

３ 資料②をもとに、差別につながる身元調査が行われるのはなぜかを考えます。 
≪視点３≫ 資料②より身元調査の背景にある意識について話し合います。意識調査の

選択肢から当てはまるものを選んでもらい、その理由を聞きます。 

≪視点４≫ 資料②では 10.８％の人が「そのとおりだと思う」と答えており、そのよ

うな意識が、身元調査がなくならない原因の一つであることを伝えます。 

≪視点５≫ まとめとして、本人の努力や能力とは関係がなく、生まれたところや住ん

でいるところで人を判断することはあってはならないことを確認します。 

Ⅱ 

１ 住宅や土地を購入する際、どのような条件を考えるか聞いてみましょう。 

≪視点６≫ 「日当たりが良い」「交通の便が良い」「近くに学校がある」など、様々な

考えを出し合います。 

２ 資料③をもとに、同和地区への忌避意識について考えましょう。 

≪視点７≫ 資料③より、どのような事がわかるか話し合います。また、意識調査の選

択肢から当てはまるものを選んでもらい、その理由を聞きます。 

≪視点８≫ 資料③では、30 歳代、「避ける」割合が高くなっている理について聞いてみます。 

≪視点９≫ まとめとして、同和問題を自分の問題として考え、いかに差別をなくす立

場で行動できるかが重要であることを確認します。 

Ⅲ 

● 同和問題の解決にむけて、地域や家庭で取り組んでいることやこれから出来る

ことについて語り合いましょう。 

≪視点 10≫ 地域や家庭でできることについては、「語り合いましょう！」を参考に話し合います。 

≪視点 11≫ 県内の市町でも、登録型本人通知制度が始まっています。この制度は、事前登録をし

ておくと本人以外の者が戸籍等を取得した場合には本人に通知するというもので、個

人情報の不正取得防止を目的としています。この制度を導入している市町では、制度

の利用について様々な案内をしています。事前にパンフレット等を用意し配布します。 
 

３. より深く学ぶために（資料） 

   

これまでから、滋賀県では身元調査を許さない意識を高めるための様々な取組を

展開してきました。しかしながら、結婚や就職の際の身元調査につながる戸籍等の

不正取得や同和地区の問合せなどがあったことが明らかになっています。 

ここでは、同和問題の今日的な問題の解決に向けて、地域でどのような行動がで

きるかを考えましょう。 

① -５ 部落差別（同和問題） 

「こころのいずみへ（改訂版）」（滋賀県人権施策推進課） 

解 説 編 各人権問題別ワークシート活用例・解説 解 説 編 

滋賀県 人権 法務省  

「『誰か』のこと 

じゃない」 
「同和問題 

未来に向けて」 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/11912.html


 

１. 目的 

 

 

 

 
 

 

 

 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

● 資料①、②を参考にして、滋賀県に住んでいる外国人の人数や特徴について考

えましょう。 
≪視点１≫  

・平成２年（1990年）、法律改正により日系人とその家族に定住者の在留資格が認め

られ、南米国籍の日系人を中心に外国人登録者数が増加しました。 

・平成２０年（2008 年）秋以降の経済危機により、製造業の現場で就労していた多

くの外国人が失業し、帰国などにより外国人の人口は減少しましたが、平成２７年

（2015年）以降、再び増加傾向が続きました。令和 3年（2021年）は新型コロナ

ウイルス感染症拡大を防ぐための入国制限により減少しましたが、令和５年（2023

年）は東南アジアからの外国人労働者が増えたこともあり、外国人人口は過去最多

となりました。 

≪視点２≫ 

・終戦前から日本で暮らしている朝鮮半島出身者やその子孫の方々に対する偏見が

根強く存在し、様々な差別となって現れています。その人々が日本で暮らす歴史的

背景を理解し、多様な文化や習慣を尊重しながら共生していくことが大切です。 

Ⅱ 

1 外国人との出会いや日常的な関わりについて聞いてみましょう。 

≪視点３≫  

・外国人県民等※との日常的なふれあいや交流、またはトラブルなどの例を出し合い、

ワークⅢ「語り合いましょう できること」に話をつなげます。 
※ 「外国人県民等」…国籍、民族にかかわらず、母語や文化、宗教、生活習慣など日本以外の背景を持つ県民をい

います。 

２ あなたの地域が、外国人にとって住みやすいところになっているか、資料③の

ような課題があることに留意して、考えてみましょう。 

≪視点４≫ 

・外国人県民等にとっての課題は、同時に地域の課題でもあります。ともに地域で暮

らすための課題について出し合ってみましょう。 

Ⅲ 

● 地域で共に暮らすために、どのようなことが必要か語り合いましょう。 

≪視点５≫ 

・地域の現状や将来を考えながら、文化の「ちがい」を尊重し合い、「ちがい」をい

かして、みんなが暮らしやすい地域にするために何ができるか出し合いましょう。 

 

３. より深く学ぶために（資料） 

 

私たちの暮らしの中で外国人と接する機会は増え、国際化はとても身近なことと

なりました。しかし、言葉の問題や文化・生活習慣の違いなど様々な課題を抱えな

がら生活している外国人も少なくありません。 

ここでは、外国人との今までの出会いや経験を通して、共に生きる社会の実現に

むけて、地域でできることについて考えてみましょう。 

① -６ 外国人 

・「滋賀県多文化共生推進プラン(第２次改訂版)」（滋賀県総合企画部国際課） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/kokusai/10889.html 
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滋賀県  法務省  

人権啓発動画 

「外国人と人権 

～違いを認め共に生きる～」 
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１. 目的

２. 進め方（ワークシート活用例）

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ イラストを見て参加者の率直な意見を聞いてみましょう。 

２ 資料①を参考にして、難病についての理解を深めましょう。また、ハンセン病回復者や

HIV 感染者などへの偏見や差別などから、患者の気持ちについて考えましょう。 

≪視点１≫ 

・難病とは、原因が不明で治療方法も確立されておらず、生活面で長期にわたり支障

が出る病気をさします。症状も様々で病気に対する正しい理解が進んでいないこと

から、様々な誤解や偏見が生じています。一方で患者やその家族は、経済的な負担

や、精神的なダメージを受けることもあり、多くの問題を抱えることになります。

難病患者の抱える問題は、全ての病気の人に通じる問題でもあります。

≪視点２≫ 

・難病はいつ誰がなるかわからない病気です。他人事ではなく自分自身の問題として

考えることが大切です。 

※ 難病についての資料を配る場合は、難病情報センターのＨＰでパンフレットなどを

ダウンロードできます。

Ⅱ 

● 資料②を参考にして、病気になったときどのようなことに悩むか出し合ってみ

ましょう。
≪視点３≫ 

・もし自分が病気になったらという視点で、病気になった人とその家族にはどのよう

な支援があるとよいか、地域では何ができるかを考えます。 

Ⅲ 

● 資料③を参考にして、患者やその家族の人が自分らしく暮らすことができるた

めに地域でできることを語り合いましょう。

≪視点４≫ 

・クオリティー・オブ・ライフとは生活の質的向上をいい、医療現場においては、患

者や家族の人生観や価値判断を優先させ、生命、生活、人生の質的内容を重く見て

いこうとする考え方です。

３. より深く学ぶために（資料）

 

・滋賀県 難病対策に関すること

私たちは、ハンセン病回復者や HIV感染者の方々が受けた差別から、命の大切さと人と

しての尊厳の大切さを学びました。しかし、現代の医学をもっても原因が不明で、周囲か

ら理解されにくい難病も数多くあります。 

これらのことを踏まえて、患者やその家族を支えるためにどのようなことができるか

を、自分や家族が病気になったときの経験などを出し合い考えましょう。 

① -７ 患者

・難病情報センター https://www.nanbyou.or.jp/  パンフレット、ＨＰ

・滋賀県難病連絡協議会 https://shigananren.org

・滋賀県難病相談支援センター https://www.pref.shiga.lg.jp/site/nanbyou_center/

・滋賀県難病医療連携協議会 http://www.shiga-med.ac.jp/~nanbyo/

・滋賀県 難病対策に関すること https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/15360.html

・エイズ予防情報ネット        

・滋賀県 HIV/AIDS

https://api-net.jfap.or.jp/

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/15267.html
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滋賀県 医療 
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１. 目的 

 

 

 

 
 

 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ イラストの会話を参考にして、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。 

≪視点１≫ 誰もが犯罪被害者になってしまう可能性があることから、この問題を自分のこととし

てとらえ、理解することが大切です。 

２ 被害直後の精神状態について、資料①を参考にして考えてみましょう。 

≪視点２≫ 犯罪被害者の問題は、防犯の問題とは異なります。犯罪に巻き込まれた人には、責任

がないことに留意しましょう。犯罪者が違法な行為を行ったことが問題なのです。「気

をつけていないから、犯罪に遭ってしまうのだ」という考えは、被害者を更に傷つける

ことにもなりかねません。 

Ⅱ 

● 資料②を参考にして、二次的被害についての問題点を考えてみましょう。 

≪視点３≫ 犯罪被害者等は、犯罪等により直接生じる精神的・身体的・財産的被害だけでなく、

自らやその家族が犯罪行為の対象となったという事実からも精神的被害を受けるこ

とがあります。さらに再被害に対する不安や恐怖、またいわれのない誹謗中傷等、い

わゆる二次的被害を受ける場合もあります。犯罪被害者やその家族の置かれている

状況や心情を理解し、自分自身の問題として考えていく必要があります。 

Ⅲ 

● 犯罪被害者やその家族が二次的被害などを受けずに、安心した暮らしに戻れる

よう地域でできることを語り合いましょう。 

≪視点４≫ 犯罪被害者等の支援をする際に、以下の点に留意します。 

●他の場合や他の人と比べないようにします。 

→犯罪被害者にとってはその事件が辛い記憶です。その人の痛みに寄り添います。 

●強くなることを強要しないようにします。 

→犯罪被害者は、悲しんでよいし、泣いてよいのです。 

●自分の経験や価値観を押しつけないようにします。 

→犯罪被害者の話をきくことが大切です。 

●犯罪被害者とその家族の気持ちの変化に留意します。 

→同じ言葉であっても、犯罪直後と時間がたってからでは受け止め方が異なること

もあります。犯罪被害者とその家族の気持ちの変化を読み取って、適切な時期に

適切な対応をすることを考えます。 
 

３. より深く学ぶために（資料） 

 

 

 

 

犯罪被害者やその家族は、自分の意思とは無関係に犯罪に巻き込まれ、直接的な

被害を受けるだけではなく、被害後に生じる様々な二次的被害にも苦しめられてい

ます。犯罪被害者やその家族が一日も早く地域で平穏な暮らしを取り戻すには、地

域で何ができるかを考えましょう。 

① -８ 犯罪被害者等 

・警察庁 犯罪被害者白書 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/top.html 

・警察庁 犯罪被害者等施策 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/ 

・滋賀県 犯罪被害者等支援  
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/bouhankoutsu/11506.html 

・滋賀県犯罪者等支援条例  

http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/bouhankoutsu/12315.html 

・性暴力被害者総合ケアワンストップびわ湖（SATOCO） 

     https://www.satoco.org 
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１. 目的 

 

 

 

 

 

２. 進め方（ワークシート活用例） 

ワーク 進め方とファシリテーターの視点 

Ⅰ 

１ イラストの会話や資料①を参考にして、インターネット上で起こっている問題

について知っていることを聞いてみましょう。 
 

≪視点１≫ 一度書き込まれた情報はコピーされる可能性があるので、ネット上から完全に消去する

のは難しく被害が拡大するおそれがあります。そこで、違法な書き込みなどは、早期に発

見し、早期に削除する必要があります。 
≪視点２≫ 名誉毀損・侮辱（例：掲示板などで相手をけなす）、脅迫（例：メールなどで相手を脅迫

する）、信用毀損・業務上妨害（例：HP に嘘の書き込み、学校や店などに対する襲撃予

告）は、犯罪です。プライバシーに関わる権利は憲法で保障されており、これを侵害する

行為は違法となり損害賠償請求されることがあります。これらにあたると思われる場合

は、通報しましょう。 
※ インターネット・ホットラインセンター  http://www.internethotline.jp/ 
 

２ 資料②を参考にして、サイバー犯罪等に関する相談状況について確認してみましょう。 

※ インターネット上で使用されるネットスラングなどをクイズにして、アイスブ

レーキングなどで用いるのもよいでしょう。 

 
                                    賀県人権センター   

 
 

 
 

 
参考 （公財）滋賀県人権センター https://www.shigajinken.or.jp/writing-enlightenment.html 

 

Ⅱ 

● インターネットを利用する際に気をつけていることを話し合ってみましょう。

また、家庭で子どもと約束事を決めている例などがあれば、出し合いましょう。 
 

≪視点３≫ 子どものインターネットの利用について、いじめ（いじめのページを参照）がネットを通

じて行われることもあります。子どもがどのようにインターネットを使っているのかを

把握し、フィルタリングの機能を使うなど子どものネット環境を大人が管理するように

促します。 

Ⅲ 

● インターネットを安心して使えるよう家庭や地域でどのようなことに気

をつければよいか語り合いましょう。 
 

≪視点４≫ インターネット上には様々な情報があふれていますが、その情報が全て正しいものとは

限りません。情報を収集する際には、その情報を批判的に捉えることも大切です。情報源

に留意して情報の信憑性を自分で判断し、必要な情報を選別できる力（情報リテラシー）

が必要であることを伝えます。 
 

３. より深く学ぶために（資料） 

 

 

インターネットは誰もが利用できる便利なものですが、情報発信の匿名性を悪用して誹

謗中傷や差別を助長する書き込みが行われるなどの人権侵害が発生しています。 

画面の向こうに人がいることを常に意識して、インターネットを利用する際、人権侵害

をしない、させないことを学びましょう。

② インターネット上の人権侵害 

・「人権ポケットブック 11 インターネットと人権」（公益財団法人 人権教育啓発推進センター）    

・ＤＶＤ「子どもと学ぶネット社会」（滋賀県県民活動生活課）  

・「ジンケンダーと３つの約束」（滋賀県人権施策推進課） 

・インターネットＴＶしが 「教えて！！ジンケンダー」 
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/tvshiga/21814.html 
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「乙」   → お疲れ   ｢thx｣ → thanks ありがとう  

「CKY」   → 超空気が読めない  

「苺佐保」→ １万 5,000 円サポート  

「JC」    → 女子中学生 

「UUU」  → うるさい人 

まだまだあります。ネット上で検索してみましょう。 
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１. 目的 

 

 

自分を動物にたとえると  ≪ 動物にたとえることで自己紹介を楽しく行うことができます。 ≫ 

① 二人組をつくります。 

② 自分を動物にたとえるとどんな動物か、なぜその動物なのか話し合います。（1人 1分程度） 

③ 二人組を組み直して、数回行います。 

【振り返り】 全員と話ができたか確認します。どのような動物になったのか、その種類によってグループ分けに使うこともできます。 

 

後出しじゃんけん  ≪ 知らず知らずの間にとらわれている固定観念を知ることができます。 ≫ 

① 全員がファシリテーターの合図で、ファシリテーターを相手にじゃんけんをします。 

② ファシリテーターは、「じゃんけんほい、ほい」と声をかけます。最初の「ほい」でファシリテーターが

先に手をだし、二回目の「ほい」で、参加者が後出しします。 

③ 後出しじゃんけんを「勝つバージョン」→「あいこバージョン」→「負けるバージョン」でやっていき

ます。失敗しても、テンポよく進めます。 

【振り返り】 やってみて、どのバージョンが簡単か、難しかったか聞いてみます。じゃんけんは普段勝つことを意識しているので、逆は

難しく感じます。脳が固定観念にとらわれているからです。「頭が柔らかくなりましたか？」など声をかけてみましょう。 

うまくできた回数を数えてもらい、数の多い人から自己紹介するようにつなげることもできます。 

 

私の短所は長所になる？  ≪ 人の長所と短所は、両面の要素があることに気づくことができます。 ≫ 

① 白い紙を用意します。（メモ用紙や配ったプリントの裏でもよい） 

② その紙に自分の短所を３つ書くように指示します。 

③ 隣の人とペア、または３人くらいにわかれて、短所を長所に置き換えられないか考えます。 

(例) 人にあわせられない   → 自分に正直 

自分にも他人にも甘い → おおらか 

【振り返り】 どんなことに気づいたか質問します。短所は見方によって実は自分の長所といえることもあります。 

短所を長所として捉え直すことで、マイナスと捉えていたことが、プラスになりうることを体感します。 

 

伝わるかな？  ≪ ひとつの言葉もとらえ方が人によって様々なことに気づきます。 ≫ 

① 紙を用意する。（Ａ４くらいの大きさがよい） 

② ファシリテーターの指示で絵を描いてもらいます。（絵を準備するなら簡単なものを選びます） 

（参考） 月が夜空に出ています。星もあります。左下のほうに、窓のついた家があります。 

③ 隣の人と見せ合い、違っているところを出し合い、なぜ違うのか話し合います。 

  ※ ふたりずつペアになってもらい、絵を伝える人と、絵を描く人で行ってもらうこともできま

す。この場合は、絵を準備して配ります。 

【振り返り】 同じ月でも、満月を描く人もいれば、三日月を描く人もいます。星や家、窓なども人によって、大きさや、形が全然違う

ことに気づきます。左下を右下と勘違いする人、聞き逃した人もでてきます。 

聞いた言葉をイメージにすると、大きく違いが生じていることを体感します。みんなに同じような絵を描いてもらうため

には、どのような指示が必要だったのか、正確に物事を伝えるには、どのようなことに気をつければよいか学びます。 

 

何色ですか？  ≪ 気持ちを色にたとえることによって自分の思いを伝える発表法です。振り返りをする時のひとつの手法です。 ≫ 

「今のあなたの気持ちは、どんな色でしょうか？ なぜその色にしましたか？ 理由を教えてくださ

い。」と、ファシリテーターが全員に同じ質問をします。 

順番は自主性を尊重します。自主的に出ない場合は、ファシリテーターが指定しましょう。 

【振り返り】 学習会のはじめと最後に同じ質問をして、色に変化があったかを尋ねることもできます。 

変化があった場合は、なぜ変化があったのか聞いてみます。 
 

アイスブレーキングとは、氷（アイス）をこわす（ブレーキング）という意味があり、学習会を始める前に、

氷のように固まった参加者の緊張をほぐし、参加者が主体的に学習に参加するための手法です。 

★ アイスブレーキングの手法 ★ 
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Ⅲ 社会教育関係団体等における実践事例 

 

(第 6７回滋賀県人権教育研究大会分科会レポート) 

 

令和５年（202３年）１１月３日（土）・４日（日）に開催された第 6７回滋賀県人権教育研

究大会（米原大会）の分科会レポートとして社会教育関係団体等から報告のあった事例

の中から、報告者の方の了解を得て掲載しています。 

地区別懇談会や各団体での研修会等においてご活用ください。 

 

 

【事例１】 だれもが孤独にならないために 

･･･ P.３８ ～ P.４０ 

 

【事例２】   「2022年市子連みんなでつくる音楽祭」 事業の取り組みから 

  ･･･ P.４１ ～ P.4２ 

 

 



第６７回滋人教大会レポート 

第２分科会 人権尊重のまちづくり 

② ともに生きるまちづくり 

「だれもが孤独にならないために」 

          ＮＰＯ法人Ｔａｋｅ
ていく

－Ｌｉａｉｓｏｎ
りえぞん

   北居理恵 

 

１． 湖北子ども食堂「Ｌｉａｉｓｏｎ」の運営から 

２０１６年より月１回行っている子ども食堂は今月で第９５回を迎えることとなり、１００回目

が目の前に見えてきました。現在の参加者は、子どもがおよそ 40～50 人、おとながスタ

ッフと保護者でおよそ 20～30人になり、食事はいつも８０食を用意しています。私たちが

めざしているのは、「名前で呼び合える関係づくり」を普段から行うことで子どももおとな

も支え合えるまちづくりに貢献することです。月１回とはいえ、継続していくと「絆」は生ま

れてくるものなのだなと実感することが時々あります。 

とにかく命を守りたい 

「子ども食堂」を始めるきっかけになった事柄の一つは、当時大阪府寝屋川市で起きた

「中一男女殺害事件」です。毎日のように深夜徘徊をしていたという2人を地域で守るこ

とができなかったことへのむなしさと、私自身も地域において何もしていないではないか

という無力さに気づいたからです。しかし普段から顔と名前がわかる関係でないと、いざ

というときに助けなど求められるはずもなく、知らないだれかに甘えるなんて子どもでも大

人でもできないことだから、まずはそのためにできることからやってみようと思ったのです。 

おとなが子どもの名前を覚え、声をかける 

   とはいえ、４０人余り来る子どもの名前を覚えるのは簡単なことではなく、工夫がいります。 

一つは、受付で書いてくれた名前を必ず声に出して読むようにし、一日一回は名前を呼 

んで言葉を交わす努力をしています。また、地域からボランティアスタッフとして調理や子 

ども対応を手伝ってくださっている方々にも覚えていただけるように、配膳トレーにもフリガ 

ナ付きで名前カードを置き、トレーを手渡すときに名前と顔を覚えていただき声をかけて 

もらえるようにしています。いま、学校帰りの子どもたちが田んぼを挟んだ遠くから手を振

って私の名前を呼んでくれるたびに、これだ、これをみんなで作っていきたいのだと原点

に返ります。 

ただ笑える関係を心の灯に 

ここ数年、若い人たちが自分で命を絶ってしまう報道が相次ぎました。「子ども食堂」です

ごした時間は、古い友との屈託のない時間で、それは社会に出たときに「ただ笑えるだけ

の、何のしがらみもない関係」として心に残したいと思うのです。大学や会社や家庭でも



ない、現在の自分の立ち位置などどうだっていい関係が心のどこかにあれば、それが灯と

なって、少なくとも最悪の選択をしなくて済むかもしれないと、私は本気で思っています。 

いま「子ども食堂」に来て、いっしょに「いただきます」と手を合わせる小中学生の姿を見

るたびに、あぁこの子たち全員がいきいきと人生を生き抜いてくれますようにと願います。 

子どもたちから贈られた言葉 「これからもリエゾンを大切にしていきます。」 

   これは、1周年を迎えたときに子どもたちからもらった寄せ書きの真ん中に書かれていた 

言葉で、こちらがどんな思いで開いているかを子どもたちなりに感じてくれているんだな 

と実感したのを覚えています。 きっと一つの効果を成しているのではないかと思っている 

のが、月に一回発行している『Liaison通信』です。A4サイズ一枚物のプリントで、毎月 

地域の約５０軒のお家のポストに入れているのと、自治会での回覧板に乗せていただい 

ているのと、SNSで発信しています。 もともとは、地域の方々にここで何をしているかのご 

報告をし、ご理解をいただくためのものでしたが、「子どもが毎月この通信を楽しみに待 

っています。」といった保護者さんの言葉を聴き、子どもたちにも言葉が届いているんだな 

と感じました。これから先、１０年後２０年後の地域を担う子どもたちと思いを共有できた 

ら、未来もきっと素敵なコミュニティが作られていくのではないかと密かに期待します。 

 

2．「コミュニティカフェ Liaison」より 

「元気でいられるのはここのおかげ。ひとりで家に居ても寝てるだけだし・・・」 

「あぁ楽しかった。これでまた一週間がんばれる。」 

これは、現在毎週土曜日か日曜日の午後に開いているコミュニティカフェにおいて、「健 

康マージャン」や「水彩画を楽しむ会」に来られている方々の言葉て゛す。ひとり暮らしのご 

高齢者さまが、だれとも話さずに毎日をすごされたり、 楽しみのない日々に心を閉ざして 

いかれたりすることのないよう、人生の最後まで心ときめく時間を持ってもらいたくて始め 

ました。 米原市の「地域お茶の間創造事業」の一つとして補助金をいただきながら、 お 

客さまからのご飲食代や参加費はすべて「子ども食堂」等への支援金として 『みんなの 

未来ボトル』に募金形式で入れていただいています。 

学校や職場に行きづらくても・・・ 

何らかの理由で、学校に行きづらくなったり職場に出づらくなったりする場合があります。 

しかし行きづらくなったからといって、毎日が孤独なものになったり、人生に絶望したりす 

るのは、この世に同じく生を受けたにもかかわらず悲しすぎることだと思うのです。 コミュ 

ニティカフェは、家や学校や職場以外の、「第三の居場所」あるいは「最初の一歩」として

使っていただくこともあります。親子でまったりすごされたり、ただピアノを弾いたりスケッチ

ブックに向かったり・・・。「～でなければならない。」から解き放たれ、心が喜ぶ時間をもつ

ことで、自分の存在を肯定し、心が元気になるきっかけにしてもらいたいと願います。 

これからも、小さな活動ですが、“だれもが孤独にならないために” 存在し続けていきた 

いと思います。 
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え 

リエゾン 

～「リエゾン」とはフランス語で“つながり”“結びつき”“連携”の意～ 

～ 湖北子ども食堂「Liaison
リ エ ゾ ン

 」第８８回 (４/１２) のご報告 ～ 

米原市社会福祉協議会さんに届けられる、農家さんからの 

善意のお野菜。「子ども食堂」や「施設」などで使ってく 

ださい！と、お持ちになるそうです。まごころに感謝して 

使わせていただいてます。子ども食堂の開店日に会わせて 

ご連絡くださった社協さんにも感謝です。 

ふるさとで共
とも

に戯
たわむ

れた時間
じ か ん

はずっと共通
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の宝物
たからもの

 

ポークハヤシライス

などの予定 

次回
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のメニューは 

まずは窓辺で宿題を 

やる子どもたち。  

えらいな☆  
 

  小２女子と、小６男子のシーソー！ 

あれれ？ なんか不思議だぞ。 

 

 

 長沢
ながさわ

農村
のうそん

広場
ひ ろ ば

に 

大集合
だいしゅうごう

！！ 
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近江八幡市子ども育成者連合会 

  

【自己紹介】   

私は自分の子どもが小学校の時、学区の役員として参加して以来１５年間本部役員をさせて

もらっています河村です。 

 

【市子連の紹介】 

 近江八幡市子ども会育成者連合会は、１９６７年に発足、今年で５６年目を迎えています。

現在加盟している小学校は１２校のうち４つの学校です。 

  私たちの活動の位置づけとしては、子ども達は、自分が自分でいられる安心の場と、やりた

いことができるチャンス、それを支える仲間の存在があれば、驚くほどそのパワーを発揮しま

す。 

まさしく本会が昨年度開催いたしました、みんなでつくる音楽祭において、人と人との出会

いを通して、繋がりあえる仲間をつくる力を育てることができました。 

ひとつひとつの事業を行うにあたっては、できる限り子ども達で企画から実施まで行うこと

に心がけています。また、青年が子どもの健全育成に果たす役割にも注目し、参加していただ

いています。また、昨年度より市老人クラブとのコラボ事業にも着手しています。 

今日、私が発表するのは、皆さんもご承知の通り、子どもの権利条約の基本的な考え方の 4 つ

の原則のうち、「子どもの意見の尊重」に私の発表が少しでも関係するのではないかと思ってい

ます。 

 昨年度は、長く続いてきたコロナ禍でも、子どもたちが楽しく取り組め、元気を発信できる

活動はないかと考えたのが、市教育委員会共催のもと開催いたしました「みんなでつくる音楽

祭」でした。 

先に結論からお話しすれば、参加した子どもたちをはじめ、多くの方々に感銘を与えたもの

となり、次年度以降も開催を との声をいただきました。 

 みなさん、ギターを弾いたことがない子ども、ドラムをたたいたことがない子ども、人前で

歌ったことのない子どもたちが集まり、音楽祭を行う・・・その先を考えられるでしょうか？私

たちも考えられませんでした。 

子どもたちが集まり、音楽講師の先生方とのコミュニケーションを取りながら動き出しまし

た。先生が子ども達の出す自由な意見を、子ども達ひとり一人の発達に合わせることに十分な

考慮をもって関わってくださったことで、先生と子ども達、また子ども同士のお互いの信頼と

協力が生まれました。このことなくしては進まなかったと思っています。 

正味の練習時間は約２ヵ月でしたが参加した人も、見に来られた人も関係者も成功だったと

思われたと思っています。講師の先生方は、近江八幡市在住や市内の学校の卒業生であられ、

本当に子どもたちとつくりあげる音楽祭にしていただきました。この先生方が本年度もやろう

と言ってくれています。 

第 67回滋人教大会レポート 

第３分科会 人権問題に関する学習・啓発 
 

「2022 年市子連みんなでつくる音楽祭」事業の取り組みから 



ここで、音楽祭当日の感想やその後メールなどでいただいたものを紹介します。 

 

①ダンスに出場の女の子の感想 

 老人会のおばあちゃん達や、育成会の保護者の人達に、「ダンスうまいね」とほめてもらえて、

めっちゃうれしかったです。普段は褒められないので、ほんまにうれしかったです。自分に自

信をつけてくれた音楽祭でした。来年も音楽祭をやるならぜひ声をかけてくださいね。やりた

いです。（彼女は本年度も参加してくれます。） 

②楽器演奏、合唱、手話に参加した女の子の感想 

 初めての楽器や、学校を越えた仲間との交流、たくさんの貴重な経験をさせていただきまし

た。最初は緊張しましたが、進行していくうちにすごく楽しくなって、最後は終わりたくない

っー！ という気持ちでいっぱいになりました。本当に一生の思い出になりました。 

③会場に来られた方々からの感想 

子どもたちが、短い期間、限られた時間で練習して頑張った成果を発揮できたことに感動し

ました子どもたちの力、頑張り、熱が隅々から伝わってくる音楽祭でした。一生懸命取り組む

姿に心打たれました。挑戦してみる気持ちが改めて大切だなと思いました。大人の私も明日か

ら頑張ろうと思えました。本当に感動しました。子どもたちの頑張っている姿を見て、自分の

子どもが新しい何かを見つけてくれたらいいなあと思いました。来てよかったです。ありがと

うございました。 

④講師の先生方からの卒業お祝いの歌と演奏の動画メッセージに対する返信メール 

歌とメッセージありがとうございました。無事卒業できました。寂しく落ち込んでいる時に、

「拝啓～十五のきみへ」を聞かせていただき、寂しさが嬉しさに変わりました。先生方、関わっ

て下さった皆さんありがとうございました。教えてくださった先生方、みんなと協力した時間

は決して忘れません。次の音楽祭も是非呼んでください。 

 

 

子どもたちと先生方との心がお互いに通い合った瞬間を見せていただき、市子連本部の私た

ちも、やってきて良かったと思える瞬間でした。これが私の１５年間本会に在籍している理由

ではないでしょうか？ 

 

 今年度も計画しています。そして昨年出てくれた子どもたちは中学生になっていますが、多

くが本年度も参加してくれます。彼らはすでにお兄さんお姉さんぶりを発揮しています。 

  

みなさん、子どもたちは友達を作るのが上手です。そしてそのことで信頼関係を築いていき

ます。そしてお互いに成長していきます。お父さんお母さんがあまり見たことがない現実が良

い意味で目の前で広がっている光景が見られます。 

 

私たちはこれからも子どもたち主体の活動を、多くの方のお力をお借りしながら続けてまい

ります。 
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滋賀県内で開催される主な大会や研修会等の予定 

20２４年度各種研修会等の案内 
 

 
第 49回青年集会 

高校生等交流集会（第 23回）  

10月 12日（土） 近江八幡市文化会館 

 

じんけんミニフェスタ 202４（予定） 9月  7日（土） ビバシティ彦根 

じんけんミニフェスタ 202４（予定） 9月 28日（土） ブランチ大津京 

じんけんミニフェスタ 202４（予定） 10月 27日（日） びわこ文化公園 

第 6８回 滋賀県人権教育研究大会 

（守山大会） 

10月 26日（土） 

～27日（日） 

守山市民ホール ほか 

第 61回 女性のつどい 11月 9日（土） 近江八幡市 G-NETしが 

県民のつどい 12月 8日（日） 滋賀県立文化産業交流会館 ほか 

部落解放研究第 32回滋賀県集会 ２月 15日（土） 滋賀県立文化産業交流会館 ほか 

 
 

 

 

 

 
 

 
今やインターネットは私たちの生活に欠かすことができないものになっています。自由

な利用が進んでいる反面、誰もが知らないうちに人権侵害の被害者にも加害者にもなりう

る事例も数多く起こっています。 

本講座をとおして、インターネットで起こっていることについて学び、インターネット

と人権について考え、安全・安心なインターネット利用のためのポイントを身につけてみま

せんか？ 
 

オープン講座 

 

モニタリング養成講座 （ 先着 10名 講師は滋賀県人権センター職員 ） 

 

主催・問合せ ：（公財）滋賀県人権センター （大津市におの浜 4-1-4） 

TEL：077-522-8253 / FAX：077-522-8289 / URL:https://www.shigajinken.or.jp 

開催日時 講座タイトル 講師 

６月下旬 
13：30～15：30 ※令和６年３月時点、調整中です。 

最新情報は、下記（公財）滋賀県人権センターまで、お問合せく

ださい。 10 月中旬 
13：30～15：30 

 開催日時 講座タイトル 会場 

南 

会 

場 

７月下旬 
13：30～16：00 

モニタリング養成講座① 
解放県民センター 

「光荘」 ８月下旬 
13：30～16：00 

モニタリング養成講座② 

北 

会 

場 

９月上旬 
13：30～16：00 

モニタリング養成講座① 
北会場 

（会場調整中） 10 月上旬 
13：30～16：00 

モニタリング養成講座② 

（公財）滋賀県人権センター主催の研修会・講座情報 

２０２４年度 インターネット人権マスター講座 

※「じんけんミニフェスタ２０２４」の詳細は県人権施策推進課（TEL：077-528-3533）にご確認ください。 

https://www.shigajinken.or.jp/


 
 

～趣旨～ 

 人権に関する課題は多岐の分野にわたります。人権課題を解決していくためには、人

権が尊重され、差別や偏見のない地域社会づくりを進めていくことが必要になります。まず

は「知る」こと、「気づく」ことから始めてみませんか。私たちの気づきを増やすことで差

別のない社会の実現に向けての一歩を歩み出しましょう。 

主催・問い合わせ ：（公財）滋賀県人権センター人権啓発担当 （大津市におの浜 4-1-4） 

TEL：077-522-8253 / FAX：077-522-8289 / URL:https://www.shigajinken.or.jp 
 

 

 

 

 

各種研修会等は、令和６年３月時の予定です。各公式ホームページにて適宜確認ください。 
 

滋賀県 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/ 

➡ 県民の方 

➡ くらし 

➡ 人権 

➡ イベント・講座・募集 

 
 

滋賀県学習情報提供システムにおねっと 

https://www.nionet.jp/lldivision/jinken/index.html 

➡ 生涯学習課の取組 

➡ 人権教育 

公益財団法人 滋賀県人権センター 

https://www.shigajinken.or.jp/guide.html 

➡ 事業案内 

➡ 事業内容 

 

 

 

日時 テーマ 講師 会場 

第１回 

5 月 20 日 

14:00～16:00 

部落差別問題① 

暮らしのアンケート調査から見

えたもの（仮題） 

大北規句雄さん 

（部落解放同盟大阪府

連合会副委員長） 

解放県民センター 

「光荘」 

第２回 

６月 28 日 

14:00～16:00 

部落差別問題② 

人権意識調査の分析からみえた課

題と部落差別解消への展望（仮題） 

神原 文子さん 

（社会学者（博士）

専門社会調査士） 

解放県民センター 

「光荘」 

第３回 

８月３日 

14:00～16:00 

夏休み企画 

アイヌ文様切り絵ワークショッ

プ（仮題） 

黄瀬 重義さん 

（滋賀幼年美術の

会会長） 

 

豊郷隣保館 

第４回 

８月９日 

14:00～16:00 

夏休み企画 
教育は社会をどう変えたか～子ども

を尊重した社会を考える～（仮題） 

櫻井智恵子さん 

（関西学院大学教

授） 

Ｇ－ＮＥＴしが 

（滋賀県立男女共同参画センター） 

第５回 

９月 13 日 

14:00～16:00 

ＬＧＢＴＱ 

性の多様性から「じぶん」につい

て考える（仮題） 

田中 一歩さん 

近藤 孝子さん 

（にじいろ i-ru） 

解放県民センター 

「光荘」 

第６回 

10 月３日 

13:30～16:00 

部落差別問題③ 

フィールドワーク 
堺舳松人権歴史館 堺舳松人権歴史館 

クローズアップ人権講座 【参加費無料】 

https://www.shigajinken.or.jp/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zinken/
https://www.nionet.jp/lldivision/jinken/index.html
https://www.shigajinken.or.jp/guide.html


令和３年度 滋賀県人権に関する県民意識調査報告書 令和４年（2022年）３月より一部抜粋 

人権についての考え方 

 

●「人権が尊重される」ということについて 

 

 

 

 

図 「人権が尊重される」ということについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人権が尊重される」ということについてたずねたところ、「差別されない、平等である」と答えた人の割合

が 72.6％で最も高くなっている。次いで「個人として尊重される」（58.1％）、「健康で文化的な最低

限度の生活を送ることができる」（49.3％）の順となっている。 

質問形式（今回・前回：３つまで選択、前々回：いくつでも選択可）を変更しているため単純比

較はできないが、過去の調査と比較しても同様の傾向を示している。 

 

令和３年度(N=1,560) 平成28年度(N=1,575) 平成23年度(N=3,111)

35.8%

72.6%

58.1%

22.7%

38.7%

49.3%

0.9%

0.8%

31.6%

73.9%

58.5%

25.0%

26.8%

52.1%

1.1%

0.6%

36.5%

86.9%

69.5%

39.7%

38.0%

59.7%

1.6%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

国家などの権力から干渉されず、

自由に生活できる

差別されない、平等である

個人として尊重される

個人の持つ可能性を発揮する機会が

認められる

多様な価値観が認められる

健康で文化的な最低限度の生活を

送ることができる

その他

無回答

問１ 「人権が尊重される」ということはどういうことだと思いますか。あなたが特に大切だと思うことを３

つまで選んで○をつけてください。 



令和３年度 滋賀県人権に関する県民意識調査報告書 令和４年（2022年）３月より一部抜粋 

人権の個別分野ごとの課題 

 

●子どもの人権について 

 

 

 

 

図 子どもの人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの人権についてたずねたところ、「仲間はずれや無視、悪口や暴力などのいじめがあること」と答え

た人の割合が 64.7％で最も高く、次いで「親（保護者）が子どもに暴力をふるったり、育児放棄などの

虐待をすること」が 61.0％、「家庭の経済的事情により、子どもの教育環境に格差が生じていること」

（40.6％）の順となっている。前回の調査結果と比べると、上位 3 項目の順位は同じ結果となっている。 

 

問７ 子どもに関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか。以下の中から３

つまで選んで○をつけてください。 

64.7%

61.0%

11.9%

17.1%

32.4%

15.8%

5.1%

40.6%

17.8%

1.5%

0.8%

1.7%

1.2%

65.8%

54.2%

11.0%

12.5%

36.4%

17.5%

5.4%

41.0%

選択肢なし

0.9%

2.5%

7.0%

0.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

仲間はずれや無視、悪口や暴力などの

いじめがあること

親（保護者）が子どもに暴力をふるったり、

育児放棄などの虐待をすること

学校や就職の選択などについて、大人が

子どもの意見を無視すること

教師による体罰や言葉の暴力があること

成績や学歴だけで子どもを判断すること

暴力や性など子どもにとって有害な情報が

氾濫していること

親（保護者）が子どものプライバシーを

尊重しないこと

家庭の経済的事情により、子どもの教育環境に

格差が生じていること

大人に代わって家族等の介護や世話を行っていること

で、学校生活や自らの成長等に影響を受けること

その他

特に問題と思うことはない

わからない

無回答

令和３年度(N=1,560) 平成28年度(N=1,575)



令和３年度 滋賀県人権に関する県民意識調査報告書 令和４年（2022年）３月より一部抜粋 

 

●外国人の人権について 

 

 

 

 

図 外国人の人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

外国人の人権についてたずねたところ、「外国人の生活習慣や文化への理解や認識が十分でないこ

と」と答えた人の割合が 52.9％で最も高く、次いで「就職や仕事の内容、待遇などで不利な条件におか

れていること」（38.8％）、「情報を外国人にわかりやすく伝えるための配慮が足りないこと」（34.5％）

の順となっている。前回の調査結果と比べると、「就職や仕事の内容、待遇などで不利な条件におかれ

ていること」と答えた人の割合が高くなっている。 

 

 

問 10(1) 外国人に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか。以下

の中から３つまで選んで○をつけてください。 

 

52.9%

38.8%

32.2%

19.5%

34.5%

4.4%

5.3%

4.8%

19.8%

1.0%

4.2%

9.6%

2.2%

52.3%

24.4%

37.7%

14.5%

28.7%

2.5%

4.1%

5.9%

16.0%

1.1%

5.4%

16.3%

0.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

外国人の生活習慣や文化への理解や認識が

十分でないこと

就職や仕事の内容、待遇などで不利な条件に

おかれていること

地域社会において交流する機会が少ないこと

外国人の子どもに対して、その子に応じた

十分な教育が行われていないこと

情報を外国人にわかりやすく伝えるための

配慮が足りないこと

宿泊施設、店舗等への入店や施設の利用を

拒否されること

アパート等への入居を拒否されること

結婚について周囲の反対を受けること

ヘイトスピーチが行われること

その他

特に問題と思うことはない

わからない

無回答

令和３年度(N=1,560) 平成28年度(N=1,575)



令和３年度 滋賀県人権に関する県民意識調査報告書 令和４年（2022年）３月より一部抜粋 

●LGBT等の人権について 

 

 

 

図 ＬＧＢＴ等の人権について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 平成 28 年度は質問文を「性同一性障害者・同性愛者に関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか」としていたが、同一の趣旨ではあるも

のの令和３年度は質問文を変更した。 

※２ 平成 28 年度は選択肢の文章を「性同一性障害者・同性愛者等に関する理解や認識が十分でないこと」としていたが、同一の趣旨ではあるものの令和３年度

は「様々な性のあり方に関する理解や認識が十分でないこと」と変更した。 
 

LGBT 等の人権についてたずねたところ、「様々な性のあり方に関する理解や認識が十分でないこと」と答えた人の割合が

62.9％で最も高く、次いで「差別的な言動をされること」（37.4％）、「本人の了解を得ず、その人の性的指向や性自認

を第三者に明らかにする行為(アウティング)が行われること」（30.8％）の順となっている。 

前回の調査結果と比べると、上位 2 項目の順位は同じ結果となっている。 

問 15 ＬＧＢＴなどに関する事柄で、人権上、特にどのようなことが問題だと思いますか。以

下の中から３つまで選んで○をつけてください。※１ 

62.9%

29.9%

22.5%

37.4%

22.3%

3.2%

2.6%

30.8%

0.9%

2.9%

12.1%

1.7%

57.1%

28.5%

22.2%

31.9%

25.7%

2.0%

2.3%

選択肢なし

0.6%

5.1%

23.9%

0.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

様々な性のあり方に関する理解や認識が

十分でないこと※２

職場、学校等で嫌がらせやいじめが

行われること

就職・職場で不利な扱いをされること

差別的な言動をされること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

宿泊施設、店舗等への入店や施設の利用を

拒否されること

アパート等への入居を拒否されること

本人の了解を得ず、その人の性的指向や

性自認を第三者に明らかにする行為

（アウティング）が行われること

その他

特に問題と思うことはない

わからない

無回答

令和３年度(N=1,560) 平成28年度(N=1,575)



年度 ＜世界＞ ＜国内＞ ＜滋賀県＞ 　　　　滋賀県教育委員会

S23(1948)～

S40年度(1965)

S44年度(1969)

S46年度(1971)

S47年度(1972)

S53年度(1978)
S54年度(1979)
S56年度(1981)
S57年度(1982)

S62年度(1987)

H 1年度(1989）

H 4年度(1992)

H 5年度(1993)

H 6年度(1994)
調査に関
する小委
員会報告

H 7年度(1995) 　

H 8年度(1996)

H 9年度(1997)

H10年度(1998)

H11年度(1999)

H12年度(2000)

H13年度(2001)

H14年度(2002)

H15年度(2003)

H16年度(2004)

H17年度(2005)

H18年度(2006)

H20年度(2008)

H22年度(2010)

H23年度(2011)

H24年度(2012)

H27年度(2015)

H28年度(2016)

 ※次のページに続きます。

◇同和施策・人権施策の法整備流れ図◇

S40．8．11 同和対策審議会答申（同対審答申）

S44（1969～） 10年時限法・３年延長

同和対策事業特別措置法（同対法）

S62（1987～） 5年時限法、5年延長、一部5年再延長

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特
別措置に関する法律（地対財特法）

H8(1996)5.17

地域改善対策協議会意見具申
「同和問題の早期解決に向けた今後の方
策の基本的な在り方」（意見具申）

S46(1971～) 10年計画・76改訂

県同和対策長期計画策定

S57（1982～） 5年計画

県同和対策総合推進計画策定

S62（1987～） 5年計画

県同和対策新総合推進計画策定

H4(1992～) 5年計画

県同和対策新総合推進計画（改訂計画）策定H5(1993) 5年時限法

同和地区実態把握調査の実施

H11（1999）7.29
審議会答申

人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び
啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について

H12（2000）12.6
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

S23（1948）12.10

世界人権宣言（国連）

S47(1972) 県教委 県同和教育基本方針策定

H4(1992)全面改正 県教委

県同和教育基本方針策定

S56(1981) 改定

H15（2003）3月 県教委

人権教育推進プラン

H14（2002）3.15
人権教育・啓発に関する基本計画（閣議決定）

H14（2002）3.8 〔H15(2003)10廃案〕

人権擁護法案の国会提出

H13（2001）4.1
滋賀県人権尊重の社会づくり条例

H9（1997）7.4～H16(2004)
「人権教育のための国連10年」国内行動計画

H10（1998）7.22～H16(2004)
「人権教育のための国連10年」滋賀県行動計画

H14（2002）3.26～H16(2004)
「人権教育のための国連10年」滋賀県行動計画（改訂計画）

H13(2001)
・ＤＶ防止法

②

H16（2004）3月
人権意識高揚のための教育・啓発基本計画

H9（1997）6.18
今後の同和行政に関する基本方針

H17（2005）７月
外国人児童生徒に関する指導指針

H16(2004)6月
人権教育の指導方法等の
在り方について〔第１次とりまとめ〕

H20(2008)3月 〔第３次とりまとめ〕

H23（2011）3月
滋賀県人権施策推進計画

H6（1994）
「人権教育のための国連10年」
決議、行動計画

①

H17（2005）
「人権教育のための
世界計画」

行動計画（第１段階）

H24（2012）3月改訂 県教委

人権教育推進プラン(改訂版)

H18(2006)1月 〔第２次とりまとめ〕

・特別対策はH9年3月で終了し、残された
課題は一般対策で解決を図る。
一部の事業は特別対策を５年間に限り
経過措置として実施。
・残された課題解決に向けて既存の一般対
策では対応が困難な分野は一般対策に
工夫を加えて対応する。
・差別意識の解消に向けた取り組みは、人
権教育・人権啓発に再構成して推進する。

H9(1997)3.3
経過的措置と
しての再延長
～H14.3月
１５事業を継続

H15（2003）3月
滋賀県人権施策基本方針

H8（1996）12.26

人権擁護施策推進法
諮問① 教育啓発の基本事項の法律を
諮問② 被害者の救済の法律を

H9（1997）5月
在日韓国・朝鮮人児童生徒に関する指導指針

H22（2010）

行動計画（第２段階）

H27（2015）
行動計画（第３段階） H28（2016）3月改訂

滋賀県人権施策推進計画
H28(2016)

・障害者差別解消法

・ヘイトスピーチ解消法

・部落差別解消推進法

S57（1982～） 5年時限法

地域改善対策特別措置法（地対法）

人権施策推進審議会の設置

人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
1
0
年

（
H
7
～
H
1
6
年
）

H12(2000)9.18
県人権施策推進懇話会提言

H12(2000)

・児童虐待防止法

H14(2002)

・男女共同参画推進条例

H21(2009)

・ハンセン病問題基本法

H25(2013)

・いじめ防止対策推進法

H1（1989）

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)（国連採択）

H6（1994）

子どもの権利条約
（批准）

H14(2002)3月 地対財特法一部改正法失効



年度 ＜世界＞ ＜国内＞ ＜滋賀県＞ 　　　　滋賀県教育委員会

R 1年度(2019)

R 2年度(2020)

R 3年度(2021)

R 4年度(2022)

R 5年度(2023)

R 6年度(2024)

 

・人権教育・啓発に関する基本計画

・人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］

・人権意識の高揚のための教育・啓発基本計画

・外国人児童生徒に関する指導指針

・滋賀県子ども条例

・滋賀県子ども育成大綱

・滋賀県人権施策推進計画

◆計画・指針等◆

・滋賀県同和教育基本方針

・今後の同和行政に関する基本方針

・在日韓国・朝鮮人児童生徒に関する指導指針

・滋賀県人権施策基本方針

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

・性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について

・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

・こども基本法

・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律改正

・地域改善対策特別措置法

・地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

・人権擁護施策推進法

・男女共同参画社会基本法

・児童虐待の防止等に関する法律

・同和対策審議会答申

・滋賀県人権尊重の社会づくり条例

・滋賀県男女共同参画推進条例

・部落差別解消の推進に関する法律

・同和対策事業特別措置法

・世界人権宣言

・児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）

◆法令・条例等◆

・日本国憲法

◇同和施策・人権施策の法整備流れ図◇

滋賀県教育委員会事務局人権教育課　作成

人権教育関係法令等について

　次の関係法令等は、県教育委員会人権教育課のホームページより閲覧できます。

◆宣言・条約等◆

R1(2019)
・アイヌの人々の誇りが尊重される社会を
実現するための施策の推進に関する法律

H31(2019)

・障害者差別のない共生社会づくり条例

R2（2020）
行動計画（第４段階）

R3(2021) 障害者差別解消法改正

R3(2021)3月〔第３次とりまとめ〕策定以降の補足資料

R4(2022)3月〔第３次とりまとめ〕策定以降の補足資料（改訂）

R６(2024)４月 障害者差別解消法改正

R５(2023)４月 こども基本法

R5(2023)3月〔第３次とりまとめ〕策定以降の補足資料（改訂）

R５(2023)６月
・性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性
に関する国民の理解の増進に関する法律



◎同和問題（部落差別）を始めとする人権問題やえせ同和行為で
　お困りの方は御相談ください。 

・みんなの人権１１０番 ０５７０－００３－１１０ 

・インターネット人権相談受付窓口  http://www.jinken.go.jp/

◎同和問題（部落差別）に関する参考資料 
・「えせ同和行為対応の手引」http://www.moj.go.jp/content/000122217.pdf 
・「人権ライブラリー」 http://www.jinken-library.jp  

同和問題とは 
日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民
の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上
で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。 

同和問題（部落差別）の解決に向けたこれまでの経緯と課題 
・同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和４４年以来３３年間、特別
措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対
する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善されました。 
・しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な
内容の文書が送付されたりする事案が依然として存在するほか、
インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされる

「部落差別の解消の推進に関する法律」が
  平成２８年１２月１６日から施行されました 

といった事案も発生しています。
・また、同和問題の解決を阻む大きな要因として、同和問題を口
実として企業・行政機関等へ不当な圧力をかけ、高額の書籍を売
りつけるなどの、いわゆるえせ同和行為も問題となっています。 

法務省の人権擁護機関の取組 
・従来から、同和問題（部落差別）の解消を重要な人権課題と捉え、啓発・広報活動等に
積極的に取り組むとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査・処理を通じ、被害の救
済・予防を図っています。特に、インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発
する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの内容の情報を認知した場合は、
その情報の削除をプロバイダ等に要請するなど適切な対応に努めています。 
・また、全省庁参加の下、「えせ同和行為対策中央省庁連絡協議会」を設置し、地方にお
いても全国の法務局・地方法務局を事務局として「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を
設置し、えせ同和行為排除のための取組を行っています。 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
http://moj.go.jp/content/000121613.pdf
http://moj.go.jp/content/000121613.pdf
090238
タイプライターテキスト

090238
タイプライターテキスト



部落差別の解消の推進に関する法律（平成２８年法律第１０９号） 
 （目的） 
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に 
関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国 
憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが 
重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共 
団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の 
解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 
（基本理念） 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのな 
い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国 
民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨とし 
て、行われなければならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方 
公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助 

 言を行う責務を有する。 
２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担 

を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ず 
るよう努めるものとする。 
（相談体制の充実） 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関す 

る相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 
 （教育及び啓発） 
第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 
２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消 

するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 
（部落差別の実態に係る調査） 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部 
落差別の実態に係る調査を行うものとする。 

附 則 
この法律は、公布の日から施行する。 

○衆議院法務委員会における附帯決議（平成２８年１１月１６日）
政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会の実

情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の推進によ 
る部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。 

○参議院法務委員会における附帯決議（平成２８年１２月８日）
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社

会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。 
一 部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深め 
るよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害 

 していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。 
二 教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがない 

ように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配 
慮すること。 

三 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施す 
るに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部 
落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。 
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落
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落
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史
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受
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令和３年度人権に関する県民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被
差
別
部
落
に
対
す
る
差
別
意
識

は
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
を
掲
げ
た
に

本
国
憲
法
の
施
行
後
も
解
消
さ
れ
ず
、

劣
悪
な
生
活
環
境
も
継
続
し
て
い
ま
し

た
。 

 

そ
の
後
、
行
政
に
よ
る
取
り
組
み
の

結
果
住
宅
や
道
路
な
ど
の
物
的
な
生
活

環
境
は
大
き
く
改
善
さ
れ
ま
し
た
が
、 

差
別
意
識
は
未
だ
に
解
消
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。 

 

こ
う
し
た
実
態
は
、
令
和
３
年
の
『
人

権
に
関
す
る
県
民
意
識
調
査
』
（
右
図
参

照
）
の
結
果
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
誰
で
見
自
由
に
情
報
を
発
信
で

き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
今
も
な

お
様
々
な
形
で
部
落
差
別
の
書
き
込
み

な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
平
成
２

８
年
の
「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」
制
定

の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

住宅を選ぶ際の意識 
あなたは、家を購入したり

マンションを借りたりす

るなど、住宅を選ぶ際に価

格や理知条件などが希望

にあっていても、近隣に同

和地区がある場合、避ける

と思いますか？ 
 
①避けると思う 

②どちらかといえば避けると思う 

③どちらかといえば避けないと思う 

④避けないと思う 

⑤無回答 

避けると思う+どちらかといえば

避けると思う＝43.8％ 

水平社宣言（一部要約） 

「全国に散在する部落の人々よ、団結

せよ。ここにわれわれが人間を尊敬する

ことによって、自らを解放しようとする

運動を起こしたのは当然である。われわ

れは、心から人生の熱と光を求めるもの

である。水平社はこうして生まれた。人

の世に熱あれ、人間に光あれ。」 

部落差別（同和問題）とは？ 

部落差別（同和問題）とは、被差別

部落・同和地区などと呼ばれる地域の

出身であることや、そこに住んでいる

ことを理由に、結婚を反対されたり、

就職や日常生活の上で 

様々な差別を受ける 

という日本固有の人 

権問題です。 

「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に
光
あ
れ
」 

皆
さ
ん
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
中
学
校
の
教
科
書
に
も
載
っ
て
い

る
こ
の
言
葉
は
、
今
か
ら
約
１
０
０
年
前
の
大
正
11
年
（
１
９
２
２
年
）
に
発
表
さ
れ
た
「
全
国
水
平
社
宣
言
（
水
平
社
宣
言
）」
の
最

後
の
一
節
で
す
。
こ
の
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
当
時
の
人
々
の
思
い
や
願
い
か
ら
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
は
何
を
知
り
、
何
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。 
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今
は
、
１
０
０
年
前
と
は
違
い
、
多

く
の
人
が
自
由
に
意
見
を
交
わ
せ
る
時

代
で
す
。
こ
う
し
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

水
平
社
宣
言
に
込
め
ら
れ
た
当
時
の

人
々
の
願
い
に
思
い
を
は
せ
、
全
て
の

人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
豊
か
な
社
会

を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

水
平
社
宣
言
か
ら
約
１
０
０
年
後
の

今
は
、
宣
言
が
目
指
し
た
あ
ら
ゆ
る
差

別
を
許
さ
ず
、
誰
も
が
一
人
の
人
間
と

し
て
尊
重
さ
れ
る
社
会
に
な
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
？ 

 

以
前
は
見
過
ご
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て
い
た
、
様
々

な
ハ
ラ
ス
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ト
が
人
権
問
題
と
し
て

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
人

権
尊
重
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
す
。 

 

そ
の
一
方
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ

Ｎ
Ｓ
上
で
の
誹
謗
中
傷
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
、
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
差
別

や
偏
見
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
人
権

侵
害
な
ど
、
新
た
な
人
権
問
題
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
考
え

る
と
、
部
落
差
別
に
限
ら
ず
、
あ
る
日
突

然
、
差
別
の
被
害
者
と
な
る
可
能
性
は
、

誰
に
と
っ
て
も
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

県広報誌「滋賀プラスワン」令和3年（2021年）9・10月号 vol.193 

滋賀の水平社運動 差別をなくすために立ち上がった場所「嚴
ごん

浄寺
じょうじ

」 

全国水平社創立大会から２年後の大正 13年（1924 年）４月 18 日、今の甲賀市甲南町 

にある「嚴浄寺」で滋賀県水平社の創立大会が開催されました。その大会の様子は新聞で大き 

く報じられました。 

県内外から約 380名が集まり、嚴浄寺にお 

いて「滋賀県水平社」が誕生しました。この日 

の演説会で、大人にまじって少年少女が力と熱 

を込めて発表しました。15 歳の少年の「この 

世の中に差別があるのは天人の許さぬ不合理で 

ある…人間は生まれながらにして一切平等であ 

らねばならぬ。人間よ自然の平等に帰れ」との 

心の叫びに、嚴浄寺は部落解放の熱気に包まれ 

ました。 

出典：「ここから～滋賀の人権ゆかりの地をたずねて～」 

平成 20 年（2008 年）滋賀県人権施策推進課 

どんなときでも、

お互いを尊重する

気持ちを忘れない

でほしいのだー！ 

水平社宣言の

全文はこちら 

今
、
必
要
な
こ
と 



滋賀県人権尊重の社会づくり条例 

 

 平成１３年３月２８日 

 滋賀県条例  第２７号 

 

 

 すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳および権利について平等である。 

 すなわち、私たち一人ひとりは、様々な個性をもったかけがえのない存在であり、社会的身分、

門地、人種、民族、信条、性別、年齢、障害、疾病等により人権の享有を妨げられることなく、個

人として尊重されなければならない。そして一人ひとりの多様性が認められ、それぞれのもつあら

ゆる可能性が発揮される機会が与えられなくてはならない。 

 同時に、私たちはこのような自由と権利を行使するに際しては、他者の自由や権利を認め合い、

相互に尊重しなければならないという義務を負っている。 

 こうした認識に基づいて、現在および将来の世代にわたり、豊かな自然に恵まれ環境を大切に

する滋賀に、人間としての尊厳が保障され、すべての人の人権が尊重される社会をつくりあげる

ことは、私たちみんなの願いであり、また責務である。 

 私たち滋賀県民は、２１世紀の初頭に当たり、人権が尊重される社会づくりを進めるために不断

の努力を続けていくことを決意し、この条例を制定する。 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、人権が尊重される社会づくりに関し、県、県民および事業者の責務を明らか

にするとともに、人権が尊重される社会づくりを推進するための基本となる事項を定める

ことにより、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

 

 （県の責務） 

第２条  県は、前条の目的を達成するため、人権意識の高揚を図るための施策その他の人権が

尊重される社会づくりに関する施策（以下「人権施策」という。）を積極的に推進するもの

とする。 

２   県は、人権施策の推進に当たっては、国および市町村との適切な役割分担を踏まえて、

これを行うとともに、必要な調整に努めるものとする。 

 

 （県民および事業者の責務） 

第３条 県民および事業者は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、家庭、地域、学校、職域そ

の他の社会のあらゆる分野において、人権が尊重される社会づくりに寄与するように努め

なければならない。 

 

 （人権施策基本方針） 

第４条  知事は、人権施策の総合的な推進を図るための基本となる方針（以下「人権施策基本

方針」という。）を定めるものとする。 

２   人権施策基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 人権が尊重される社会づくりの基本理念  

(2) 人権意識の高揚を図るための施策に関すること。 



(3) 相談支援体制の整備に関すること。 

(4) 人権問題における分野ごとの施策に関すること。 

(5) その他人権施策を推進するために必要な事項  

 

３   知事は、人権施策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ滋賀県人権施策推進審

議会の意見を聴くものとする。 

４   知事は、人権施策基本方針を定めたときは、これを公表するものとする。 

５   前２項の規定は、人権施策基本方針を変更する場合について準用する。 

６   知事は、人権施策基本方針に関する施策の実施状況について、毎年度、滋賀県人権施

策推進審議会に報告するものとする。 

 

 （人権施策基本方針との整合） 

第５条 県は、県行政のあらゆる分野における施策の策定および実施に当たっては、人権施策基

本方針との整合に努めるものとする。 

 

 （滋賀県人権施策推進審議会の設置） 

第６条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、知事の附

属機関として、滋賀県人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２   審議会は、人権施策基本方針に関する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、

人権が尊重される社会づくりに関する事項について調査審議する。 

３   審議会は、人権が尊重される社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べること

ができる。 

 

 （審議会の組織等） 

第７条 審議会は、委員 18 人以内で組織する。 

２   委員は、人権に関し学識経験を有する者および県民から公募した者のうちから知事が

任命する。 

３   委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４   委員は、再任されることを妨げない。 

５   委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

６   前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 

 

 

付 則 

１   この条例は、平成 13 年４月１日から施行する。 

２   滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例（昭和 28 年滋賀県条例第 10 号）の一部

を次のように改正する。 

    第１条中第 19 号の 10 を第 19 号の 11 とし、第 19 号の９を第 19 号の 10 とし、第 19

号の８を第 19 号の９とし、第 19 号の７の次に次の１号を加える。 

 (19)の８滋賀県人権施策推進審議会の委員 































「におねっと」トップページの、【視聴覚教材を探す】

をクリックします。（右図①）

「検索」ページで、【■分類による検索、■キーワー

ドによる検索】の結果から、教材を選んでください。

予約期間を指定し、必要事項を記入して予約を完

了してください。



令和５年度購入視聴覚教材のご案内 ※貸出無料 

《 ※滋賀県学習情報提供システム「におねっと」でも学習教材の検索・予約ができます。 》 

 映画「破戒」 

島崎藤村の長編小説「破戒」(1905 年起稿)を映画化した作品で

す。本作品は、原作を尊重しつつ再構成れており、当時の厳しい差

別の実態を正確に描写するため、あえて差別用語を使用されてい

る場面があります。舞台は、明治 37年(1904年)の信州飯山部。部

落出身という出自を隠し小学校の教壇に立つ教師の苦悩と決断を

通して、部落差別の不合理を感じ、より良い生き方を考え、話し合

うきっかけとして役立つ作品です。 

 【ＤＶＤ１１９分】 

 言葉があるから… 

～無自覚の差別「マイクロアグレッション」～ 

建築会社で働く千花は、両親が経営する花屋での接客等を通し

て広がる出会いの中で、あからさまな差別表現ではないが、無自

覚に相手の尊厳を傷つけしまう言動が、日常の中に多くあること

に気づく。親しい関係性という思いから、相手を一人の人間とし

て尊重する意識がおろそかになってしまう事例や、職場や家庭内

で自覚なく加害者になる事例があること等に気づき、日頃の言動

を振り返り、話し合うきっかけとして役立つ作品です。 

 【ＤＶＤ３１分】 

 
１８歳が知るべきこと 

約 140年ぶりに成人の定義が見直され、成人年齢が 2022年 4月

から 18歳に引き下げられたことで、何が変わったのかを端的に紹

介しています。誰もが正しく理解しておきたい契約に関する社会

的なルールや、消費者トラブルとなりやすい事例等を交え、法に

基づく解説を通して学ぶことができます。様々な契約の場で、ト

ラブルにならないための行動を考えるきっかけとして役立つ作品

です。 

 【ＤＶＤ１３分】 

 はじめてのマインドフルネス 

こころを健康に保つことにより、心身の健康を保つことを目指

すトレーニングを紹介しています。集中力が高まる、ストレスが

軽減される、脳疲労が解消されるなどの効果が期待され、初めて

の方でもすぐに始められる「マインドフルネストレーニング」が

学べます。日常生活で、手軽に実行できるエクササイズが収録さ

れているため、生活習慣改善事業、健康教室、介護予防事業等でも

活用できる教材です。 

 【ＤＶＤ７２分】 

 



(1／9)「しが生涯学習スクエア」保有　人権関係ＤＶＤ・ビデオ教材リスト（平成25～令和５年度購入等）

令和６年２月作成

No 種別 対象 作品名 メディア
時間
（分）

内容

1 人権教育
小・中・
高校生・

一般
映画「破戒」 ＤＶＤ 119

　島崎藤村の長編小説「破戒」(1905年起稿)を映画化した作品です。
本作品は、原作を尊重しつつ再構成れており、当時の厳しい差別の実
態を正確に描写するため、あえて差別用語を使用されている場面があ
ります。舞台は、明治37年(1904年)の信州飯山部。部落出身という出
自を隠し小学校の教壇に立つ教師の苦悩と決断を通して、部落差別の
不合理を感じ、より良い生き方を考え、話し合うきっかけとして役立
つ作品です。

2 人権教育
小・中・
高校生・

一般

言葉があるから…
～無自覚の差別「マイクロアグ
レッション」～

ＤＶＤ 31

　建築会社で働く千花は、両親が経営する花屋での接客等を通して広
がる出会いの中で、あからさまな差別表現ではないが、無自覚に相手
の尊厳を傷つけしまう言動が、日常の中に多くあることに気づぎま
す。親しい関係性という思いから、相手を一人の人間として尊重する
意識がおろそかになってしまう事例や、職場や家庭内で自覚なく加害
者になる事例があること等に気づき、日頃の言動を振り返り、話し合
うきっかけとして役立つ作品です。

3 人権教育
小・中・
高校生・

一般
夕焼け ＤＶＤ 35

　令和３年度の国の調査によると中学２年の5.7％が、高校２年生の
4.1％がヤングケアラーに該当するという結果でした。この物語の主
人公は「家族のことは家族でするのが当たり前」という思い込みか
ら、気持ちを押し殺して生活しているヤングケアラーです。身近な大
人と関わりの中で、お互いを気にかけ、人と人がつながっていくこと
が、ケアラーとその家族が抱える問題解決の糸口になる様子を描いて
います。

4 人権教育
小・中・
高校生・

一般

サラーマット
～あなたの言葉で～

ＤＶＤ 36

　主人公の珠美は、新しく職場に来たフィリピン人のミランダとの日
常を通して、自分とは異なる文化や考え方に触れます。様々な対立や
交流を重ね、珠美は新たな視点に気づかされ、「違い」は様々な問題
解決の糸口になることも学んでいきます。外国人は「受け入れてあげ
る存在」ではなく、「違い」への気づきが自分自身を成長させ、地域
を豊かにするそんな多文化共生社会に向かって、人の心と心がつな
がっていく様子を描いている作品です。

5 人権教育
小・中・
高校生・

一般

スマホは情報モラルが大切　１
巻
～ネットいじめをしない！ＳＮ
Ｓでの出会いに気をつけよう！
～

ＤＶＤ 25

　ＳＮＳはコミュニケーションツールとして大変便利で、上手に使え
ば人生を豊かにし、社会を良い方向に変える力を持たせてくれます。
しかし、正しく利用しないと相手を傷つけてしまうことや、自分の身
に危害が及ぶことになってしまうことが心配されます。本作品では、
「ネットいじめ」「ＳＮＳでの出会い」をテーマに、それぞれドラマ
編と解説編で構成されており、ドラマの中の出来事を自分事として考
えることで、情報モラルが身につく作品です。

6 人権教育
小・中・
高校生・

一般

スマホは情報モラルが大切　２
巻
～もう一度よく考えよう！写真
や動画の投稿～

ＤＶＤ 18

　ＳＮＳはコミュニケーションツールとして大変便利で、上手に使え
ば人生を豊かにし、社会を良い方向に変える力を持たせてくれます。
しかし、正しく利用しないと相手を傷つけてしまうことや、自分の身
に危害が及ぶことになってしまうことが心配されます。本作品では、
「個人情報流出」「炎上」をテーマに、それぞれドラマ編と解説編で
構成されており、ドラマの中の出来事を自分事として考えることで、
情報モラルが身につく作品です。

7 人権教育 一般

お互いを活かし合うための
人権シリーズ②
ハラスメント・しない、させな
いための双方向コミュニケー
ション

ＤＶＤ 26

　いま、企業にとってハラスメントを防止することは、とても大きな
課題になっています。人は、一人一人感じ方や考え方が違います。ハ
ラスメントを防止するためには、双方向のコミュニケーションが大切
です。ハラスメントをしないためには、相手の立場を尊重した上で自
分の意思をきちんと伝えることが大切ですが、ハラスメントをさせな
いコミュニケーションの可能性もこの作品では描いています。

8 人権教育 一般

ＬＧＢＴシリーズ
トランスジェンダー
～未悠・彩・歩夢～

ＤＶＤ 32

　ここ10年で急速に可視化したLGBT。しかし、知識だけでは本当の理
解に届きません。当事者と出会い、向き合うことが求められていま
す。未悠（アパレル会社）・彩（大学教員）・歩夢（運送会社）３人
三様の本音トークとドキュメントで構成した本作品は、我々の隣で普
通に暮らすトランスジェンダーたちの真の姿と共に、それぞれの家族
や友人たちの思いも描いています。

9 人権教育 一般

気づいて一歩ふみだすための
人権シリーズ⑤
お互いの本当が伝わる時-障害
者-

ＤＶＤ 24

　「障害のある人をどう手助けすればいいのかわからない」という声
をよく耳にします。今作「お互いの本当が伝わる時」では、障害のあ
る人が、どんな場面で困っているのか、どんな「バリア」があるのか
などの具体例を挙げ、それをどう取り除いていけばいいのか、また障
害のある人から発信することの重要性も示しています。「障害のある
なしに関わらず皆で共生していくためにはどうすればいいのか」を考
えることができる作品です。



(2／9)「しが生涯学習スクエア」保有　人権関係ＤＶＤ・ビデオ教材リスト（平成25～令和５年度購入等）

令和６年２月作成

No 種別 対象 作品名 メディア
時間
（分）

内容

10 同和問題 一般
そんなの気にしない　－同和問
題－

ＤＶＤ 17

　この作品は、二人の友だち同士が主人公です。タイトルの「そんな
の気にしない」は、親友に自分が同和地区出身だということを告白し
たときに返ってきた言葉です。告白したほうは、相手にもっと知って
欲しかった。告白されたほうは相手が、そのままの相手で何も変わら
ないことを伝えたかった。しかし、その一言がきっかけで二人はすれ
違っていきます。プラスのイメージを持っていることに、人は「気に
しない」とは言いません。「気にしない」という言葉の底には、その
ことをマイナスに見る意識があるのかもしれません。私たちが普段な
にげなく使う言葉や態度のなかには、相手を傷つけるものがあるかも
しれない。そして、壁を乗り越えるのもまた、相手を信じる力だとい
うことを伝えることができる作品です。

11 アニメーション
小学生（高
学年向け）

毎日がつらい気持ちわかります
か
ゆるせない！ネットいじめ

ＤＶＤ 18

　いじめを苦にした子供の自殺が、後を絶ちません。なかでも最近、
インターネットや携帯電話を使った「ネットいじめ」が問題になって
います。学校裏サイトで悪口を書かれたり、携帯電話で中傷メールや
脅迫メールを送られたりして、傷ついている子供が沢山います。イン
ターネット上にあふれる暴力的な言葉。それは相手の顔が見えない、
相手の気持ちや感情をくみ取ることができない、一方的なコミュニ
ケーションなのです。そこで、本作品は、子供たちにもわかりやすい
アニメーションで「ネットいじめは、絶対してはいけない」というこ
とを描き、様々ないじめ対策、そして「心が通じるコミュニケーショ
ン」とは、どうすれば身につくのかを考えさせる内容になっていま
す。

12 人権教育 一般 多様性入門 ＤＶＤ 27

　企業では、いま、多様性を尊重することへの重要性がますます高
まっています。企業内には以前と比べて多様な価値観、多様な属性を
持った働き手が増えており、また、均一な商品・サービスではフォ
ローしきれない多様なニーズが社会に生まれています。多様性とは、
外国人、障害者、高齢者などの多様な価値を私たちが受け入れること
と認識されています。しかし、この教材は、その思い込みに対して一
石を投じるものとなっています。この教材では、多様性とは、ある集
団が、多様な人を受け入れるという認識ではなく、集団に属するすべ
ての個人がそれぞれに個性を持ち、それぞれの違いをお互い認め、活
かし合うことだということをテーマに据えています。このテーマにつ
いて、身近で誰もが経験しうる事例を丁寧に解説されています。

13 人権教育
小学生

（中・高学
年向け）

いじめ　心の声に気づく力 ＤＶＤ 19

　小学校中・高学年向けの、いじめ防止教材のドラマです。一見ふざ
け合いや遊びに見える行為も、相手が苦痛を感じていれば、それはい
じめです。本作品では、子供たちがドラマに登場するいじめの被害
者・加害者。傍観者の立場に自分を置き換えて視聴することで、いじ
め行為を受けたクラスメイトの本当の気持ちに気づく力を養い、いじ
めの傍観者にならず、解決のために何か行動しようとする意識を持つ
ことをねらいとしています。小学校では平成３０年度から「特別の教
科道徳」が始まり、「考え、議論する道徳」の授業が求められていま
す。いじめ防止のために、子供たちが考え、議論するための教材とし
ても、活用できる作品です。

14 同和問題 一般

ともに生きる私たちの未来
「部落差別解消推進法」がめざ
すもの

ＤＶＤ 38

　2016年に部落差別解消推進法が施行されたが、いまだインターネッ
ト等において部落差別がああります。そこで、部落差別撤廃に向け活
動する若者たちの姿をとらえたこの作品は、これからの社会を担う子
どもたちにとって、勇気づけられるものであると考えます。

15 人権教育 一般 君が、いるから ＤＶＤ 13

　「子どもや若者の人権」について考えるだけでなく、児童虐待やい
じめ等の発生予防となる、子育て支援への地域の関わりについても考
えることができる作品です。
母親からの心理的虐待に悩む主人公が、人との出会いを通して成長し
ていく姿を描いています。

16 人権教育 一般

ハラスメントを生まないコミュ
ニケーション
～グレーゾーン事例から考える
～

ＤＶＤ 25

　一見、コミュニケーションが良好に見える職場にも、ハラスメント
の落とし穴はひそんでいます。ハラスメントを生まないために、どの
ようなことを意識すれば良いのでしょうか。
様々な事例をもとに、それぞれの立場の考え方や、気づきのポイント
を示し、職場でのコミュニケーションのあり方を考えていきます。

17 同和問題 一般

部落の心を伝えたいシリーズ
　第19巻「差別を許さない自分
づくり」

ＤＶＤ 26

　”寝た子を起こすな”の風潮が根強く残る新潟市で、30年にわたり
解放運動をリードしてきた長谷川サナエさんの生き方から、「部落差
別」を他人事ではなく、自分のこととして考えることのできる作品で
す。
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No 種別 対象 作品名 メディア
時間
（分）

内容

18 人権教育 一般
わからないから、確かめ合う
－コミュニケーション－

ＤＶＤ 29

　昨今、長時間労働による過労死、セクハラやパワハラなどのハラス
メント、不当な差別など、様々な「人権問題」がメディア等で大きく
取り上げられています。本作品では、ハラスメントや差別的取扱いな
ど、直面する可能性が高いテーマを中心に取り上げ、それらに共通す
る解決策として、「コミュニケーション」を提示しています。誰もが
暮らしやすい社会を目指して、一歩ふみだしましょう。

19 人権教育 一般
ウエルカム！
－外国人の人権－

ＤＶＤ 16

　日本で暮らし働く外国人が増えています。外国人と働くには、多様
性を尊重し、その文化を受け入れると同時に、私たちに日本の文化や
習慣も尊重してもらうことが必要です。この作品は、企業の広報担当
者を主人公に、異文化の壁をむしろ扉としてとらえ、開いていくこと
を描いた教材です。

20 人権教育 一般
いのちに寄り添う
～ターミナルケアと人権～

ＤＶＤ 35

　もしも、あなたの身近な人が、重い病になったとしたら。この作品
では、２組の「いのちに寄り添う」人々に密着取材しています。２人
に１人が、がんになる時代。現在に生きる全ての人々が学ぶべき命の
教材です。

21 アニメーション
幼児・
小学生 やさしいオオカミ ＤＶＤ 15

　悪の代表、暴力の代名詞にされているオオカミ。実は優しい心を持
ち、本当の強さを持っていたのです。「いじめ」られ続けた弱気なオ
オカミが見せたやさしさ・・・本当の強さとは・・・。

22
幼稚園・小学校

教材
小学生（低
学年向け）

おはよう！ ゴミありません
か？
こころを育てる映像教材集　第
１巻

ＤＶＤ 14

　清花さんは、団地に住む小学２年生。ある朝、ゴミ出し途中で疲れ
て階段に座り込んだ、上の階に住む高齢の原田さんを見つけます。お
うちの人の勧めもあって、原田さんに代わってゴミを出してあげるこ
とにした清花さん。でも、１ヶ月、２ヶ月と経ち、だんだん面倒くさ
くなってきて、原田さんの家に寄らなくなってしまう姿をおうちの人
にみられてしまいます。「そっか、原田さん嬉しそうだったけど
な・・・。」というおうちの人の言葉を聞いて、清花さんは原田さん
の家の呼び鈴を押します。すると・・・。

23
幼稚園・小学校

教材
小学生（高
学年向け）

明日への一歩 ～義足がくれた
もの～
こころを育てる映像教材集　第
３巻

ＤＶＤ 15

　義足装具士の臼井さんが作った、陸上クラブ「ヘルスエンジェル
ス」には、病気やけがで足を失った人たちが、今日も元気に集まりま
す。足を失ったことで、一度は生きる自信を失った方々が、臼井さん
の作った義足によって、再び「生きる喜び」を取り戻していった姿を
通じて、視聴者によりよく生きようとする人間の強さや気高さを伝え
るドキュメンタリー教材です。

24 人権教育 一般 認知症と向き合う ＤＶＤ 30

　高齢化の進展に伴い、認知症の人が、今後さらに増加することが予
測されています。本作品は、認知症に多くみられる症状、認知症の人
の思いと家族の気持ちの変化、介護者の交流の大切さ等を描いたドラ
マ教材です。認知症について正しい知識を持ち、認知症の人の視点に
立って認知症への理解を深めることを目的に作成されています。認知
症の人も、その周囲の人も、よりよく生きていけるように。

25 人権教育 一般

はやわかりハラスメント対策
～セクハラ・マタハラ防止最前
線～

ＤＶＤ 27

　ますます複雑化する職場の人間関係・・・。ハラスメントはどこで
も起こりうる深刻な問題です。本作品では、、セクシャルハラスメン
トやいわゆるマタニティハラスメントの事例をもとに、すぐ分かる、
よく分かるハラスメント防止の新常識を提供しています。新入社員か
ら管理職まで、幅広い層を対象とした研修教材としてご活用くださ
い。

26 人権教育 小学生以上 桃色のクレヨン ＤＶＤ 28

　美奈子は８年ぶりに外国から帰ってくるいとこの雪ちゃんをクラス
メートに自慢します。でも「何か変や…。」父から、雪には知的障害
があると知らされます。戸惑った美奈子はクラスのみんなに嘘をつい
てしまいました。ピンクのクレヨンを探す雪。「ピンクと桃色は違
う」といって受け取らない雪。それは美奈子が忘れてしまった幼い頃
の雪との思い出に隠されていました…。「かけがえのない命」の大切
さを感じ、「思いやりの心」を大事にする、そんな大切なことに気づ
いていく美奈子。本作品は、あなたに大切なことをいっぱい気づかせ
てくれるはずです。

27 人権教育 中学生以上 見上げた青い空 ＤＶＤ 34

　本作品は、巧妙かつ残酷ないじめの現実、そして、いじめられる側
もいじめる側も苦しんでいる「いじめ」の本質を直視していただき、
あらためて“いじめ”について考えていただくきっかけになることを
企図して作成されています。ご覧になった方一人一人が、「いじめ」
を人ごとではなく、自らの問題としてとらえ、新たな「気付き」があ
ることを願っています。
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No 種別 対象 作品名 メディア
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内容

28 人権教育 一般 風の匂い ＤＶＤ 34

　スーパーマーケットで働く２人の青年が主人公の作品です。その１
人には知的障害がありますが、子どもの頃は共に遊び、共に学ぶ「大
切な友だち」でした。しかし、大人になった２人を隔てる健常者と障
害者という壁。２人の成長と職場での人間模様を通して、社会的な課
題でもある『合理的配慮』についても触れ、見る方々が自分自身の問
題として考えるきっかけとなるドラマ教材です。

29 人権教育 一般
人権啓発は企業に
どんな力をもたらすのか

ＤＶＤ 25

　いま、企業は利潤追求という価値観だけでなく、社会にとって責任
ある存在であるという立場が求められています。そのために、企業内
で人権啓発の必要性が高まっています。この作品では、企業に働く人
が人権の視点を取り入れて仕事にかかわっていくことが企業にどんな
力をもたらすかということを、ドラマ形式で事例をとりあげながら考
えていきます。

30 人権教育 一般
誰もがその人らしく
－ＬＧＢＴ－

ＤＶＤ 20

　ＬＧＢＴ（性的少数者）の人たちに対する社会の偏見はまだまだ強
く、存在していてもなかなか見えない、その存在を見出しにくいのが
現状です。しかし、各種の統計からも明らかなように、ＬＧＢＴの人
たちは確かに存在し、偏見や差別に苦しんでいます。この作品では、
主人公の周りにいたけれども見えなかったＬＧＢＴの人たちが見えて
くるストーリーで、見る方々がＬＧＢＬについて考えるきっかけとな
る教材です。

31 人権教育 一般
ＬＧＢＴを知ろう
考えよう！ハラスメントvol.2

ＤＶＤ 20

　LGBTを含むセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の人たち
は、3%～10％存在するといわれています。LGBTをめぐる社会の動きは
今、大きく変わりつつあります。まず私たちが多様な性のあり方を正
しく理解し、認め合っていく社会にしていく大切さについて考えるこ
とができる教材です。

32 人権教育 一般

障害者は困っています！
～合理的配慮へのポイント①～
（肢体不自由、視覚障害、聴覚
障害）

ＤＶＤ 20

　様々な障害別（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害）に障害者の実態
と日常での困り事を具体的に示しながら、主に自治体や企業、商店な
ど、障害者と接する機会が多い人たちはどのように対応していけば良
いか、合理的配慮の観点から描いています。「合理的配慮」が私たち
の日常に当たり前のこととして浸透し、自然にお互いを支えあう社会
の実現を目指していくことを考えることができる教材です。

33 人権教育 一般

障害者は困っています！
～合理的配慮へのポイント②～
（発達障害、知的障害、精神障
害）

ＤＶＤ 20

　様々な障害別（発達障害、知的障害、精神障害）に障害者の実態と
日常での困り事を具体的に示しながら、主に自治体や企業、商店な
ど、障害者と接する機会が多い人たちはどのように対応していけば良
いか、合理的配慮の観点から描いています。「合理的配慮」が私たち
の日常に当たり前のこととして浸透し、自然にお互いを支えあう社会
の実現を目指していくことを考えることができる教材です。

34 人権教育
小・中学生

以上

渋染一揆を闘いぬいた人々
シリーズ映像でみる
人権の歴史　第５巻

ＤＶＤ 18

　江戸時代、今の岡山県で発生した「渋染一揆」について、地元の
方々の協力を得て現地を取材し、原典資料を詳細に分析し、一揆の経
過を丁寧に追いかけた教材です。「小学生版」と「中学生以上版」の
２タイトルを収録するとともに、指導の手引や資料類も充実していま
す。

35 人権教育
小・中学生

以上

日本国憲法と部落差別
シリーズ映像でみる
人権の歴史　第６巻

ＤＶＤ 17

　第２次世界大戦後、「大日本帝国憲法」が廃止され、新たな憲法が
制定されました。どのような経過を経て「日本国憲法」が制定された
のかを検証している教材です。「小学生版」と「中学生以上版」の２
タイトルを収録するとともに、指導の手引や資料類も充実していま
す。

36 人権教育
幼児・
小学生

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

ＤＶＤ 13

　外見や能力が異なるむしむし村の昆虫たち。時には、それぞれの違
いが原因で相手を傷つけたり、自分なんてダメなんだと悩んだりもし
ます。でも、誰でも苦手なこともあれば得意なこともあります。大切
なのはお互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。そして仲
間と助け合っていくこと。そんなことを、子どもたちが楽しく学んで
いけるアニメーション作品です。

37 人権教育 小学生以上 プレゼント ＤＶＤ 15

　この作品は、子どもたちに、身近な問題であるいじめについて考え
てもらうことにより、自分の人権の大切さに気づき、さらに自分と同
様に他の人の人権も大切であることに気づいてもらうために作られま
した。お互いの異なる点を個性として尊重する人権意識を養うことが
できるアニメーション教材です。

38 人権教育 小学生以上 新ちゃんがないた！ ＤＶＤ 15

　四肢性マヒという障害がありながらも、上級生・下級生からのさま
ざまないやがらせにもめげず、強く生きようとする新一と、そんな新
一をかばう幼なじみのツヨシ。困難を克服して生きる新一の姿に人間
の勇気、人と人との真のつながりとは何かを問うアニメーション教材
です。
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39 アニメーション 小学生以上
渋染一揆
（30分版　字幕版）

ＤＶＤ 30

　この作品は、江戸時代に今の岡山県で発生した「渋染一揆」をアニ
メーション化したものです。身分制度の中で、服装などまで加えられ
ようとした差別政策に対して、人々が団結して立ち上がり、犠牲を払
いながらも、人間としての誇りをかけて立ち上がった物語です。

40 アニメーション
幼児・
小学生 みんな友だち ＤＶＤ 15

　自分のことをペンギンと知らない主人公プウの心の成長を描いたア
ニメーション作品です。空を飛ぼうと懸命に練習をし、悩み疲れたペ
ンギンが気づいた自分の可能性・・・。イジメ、そして友情。ペンギ
ン、カモメ、カラス、ウミガメ、そして神様が織りなす生きる力の物
語です。

41
幼稚園・小学校

教材
小学生（中
学年向け）

同級生は外国人
こころを育てる映像教材集　第
２巻

ＤＶＤ 12

　クラスに転校してきた外国人は、サッカーが上手ですぐに人気者
に。しかし、クラスメイトとの関わりの中で徐々に溝ができてしまっ
た。主人公とその外国人とがお互いの文化の違いを知り、誤解を解い
ていくことを通して、自分と異なる立場や考え方を大切にすることを
学ぶことができる教材です。

42 人権教育 一般

出産・育児への理解がない
～職場のマタニティ・ハラスメ
ントを防ぐ～

ＤＶＤ 26

　働く女性が妊娠・出産を理由に解雇されたり、雇用を拒否された
り、妊娠・出産にあたって職場で受ける「マタニティ・ハラスメント
（マタハラ）」。この作品は、ドラマを通じて女性が、安心して妊
娠、出産、子育てしながら働き続けられる社会とは何か、考える内容
となっています。

43 人権教育 一般
わっかカフェへようこそ
～ココロまじわるヨリドコロ～

ＤＶＤ 35

　インターネットによる人権侵害、高齢者の人権、外国人の人権、に
ついて「わっかカフェ」に集う人々をめぐる３つのドラマから考えま
す。また、それぞれのドラマには専門家によるわかりやすい解説もあ
り、幅広い場面で活用していただけます。

44 人権教育 一般

自他尊重のコミュニケーション
と
職場の人権

ＤＶＤ 23
　この教材では、職場で体験しがちな身近な４つのエピソードを切り
取り、それぞれの異なる立場の登場人物にスポットをあて、お互いを
尊重するコミュニケーションの大切さを考えていきます。

45 人権教育 一般 ここから歩き始める ＤＶＤ 34

　この作品は、「認知症を共に生きる」をテーマに、高齢者問題を人
の幸せと尊厳を守るという人権の視点から捉える。認知症の親を持つ
主人公とその家族の中で繰り広げられる介護をめぐる葛藤ときずなの
紡ぎなおしを描くことで、高齢者が人間として誇りを持って生きてい
く上で大切なことについて、家族や地域の視点を通して考える。

46 人権教育
小・中学生

以上

明治維新と賤民廃止令
シリーズ映像でみる
人権の歴史　第４巻

ＤＶＤ 18

　このDVDでは最新の研究をもとに、明治政府が、差別をなくすため
でなく、地租改正により税を取る目的で「賤民廃止令」を出したこ
と、また、壬申戸籍に差別的な記載をすることも政府自身が許可した
ことなどを、公文書をもとに明らかにし、近代社会においても「部落
差別」が存続した構造を浮かび上がらせています。

47 人権教育
小・中学生

以上

近代医学の基礎を築いた人々
シリーズ映像でみる
人権の歴史　第３巻

ＤＶＤ 17

　江戸時代、山脇東洋が日本初の医学解剖を実施し、そののち杉田玄
白は「ターヘル・アナトミア」を手に解剖を行い「解体新書」を世に
出しました。しかし、実際に臓器を解剖したのは差別を受けていた
人々でした。その歴史的背景を紹介しています。

48 人権教育
小・中・
高校生・

一般

悩まずアタック！
脱・いじめのスパイラル

ＤＶＤ 33

　この作品は、法務省が主催する全国中学生人権作文コンテストの中
で、法務大臣政務官賞を受賞した「いじめのスパイラル」をドラマで
映像化したものです。この作文は、実際にいじめにあって悩み苦しん
だ、ある女子中学生が、なんとか周囲の人々に悩みを告白するきっか
けをつかみ、いじめ問題を解決していく、一つの手がかりを提示する
内容です。

49 人権教育
中学生・
高校生・

一般
光射す空へ ＤＶＤ 46

　同和問題、若年性認知症、LGBTをテーマに、「正しい知識と理
解」、「多様性の受容と尊重」の大切さを描いたアニメーションで
す。登場人物の大学生たちの悩みと学びを通じて、誰もが人権を尊重
され自分らしく生きていける社会について考える教材です。

50 人権教育 一般
ひとりぼっちは いやだよね
～みんなでなくそう　いじめ～

ＤＶＤ 20
　いじめをなくすために、いじめを疑似体験する「ロールプレイ」
や、子どもが仲裁役となって問題を解決をする「ピア・メディエー
ション」を道徳の授業で取り組んでいる様子を描いている

51 人権教育 一般

減らそう！セクシャル・ハラス
メント
～職場の風土を変えよう～

ＤＶＤ 26

　ある男性社員が、自分がセクハラ加害者であると指摘されたことを
きっかけに、徐々にセクハラについての認識を改めていくドラマで
す。ストーリーを通して、セクハラに対して、企業としてどのような
意識を持ち、どう的確に処置していくべきか学べる内容となっていま
す。
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令和６年２月作成

No 種別 対象 作品名 メディア
時間
（分）

内容

52 人権教育 一般

裁判から学ぶパワーハラスメン
ト判例集
職場のパワハラをエスカレート
させないために

ＤＶＤ 27

　パワーハラスメントが社会問題として取り上げられるようになり、
裁判にまで発展するケースが多くなっています。なぜ問題がこじれ
て、会社や上司を訴える事態にまで発展してしまうのか。これまでに
起こされた象徴的なパワハラ裁判を検証して、争われたポイント、有
罪となった根拠について解説します。

53 人権教育 一般

合理的配慮の実践法
～障害のある者、ない者が共に
学ぶ～

ＤＶＤ 20

　学校教育の中での「合理的配慮」について、教職員・保護者向け
に、人権・差別の観点からわかりやすく解説した作品です。様々な特
性・症状を持った障害児たちが生き生きと学校生活を送るために、ど
のような配慮をすれば良いか、具体例を挙げて紹介しています。

54 人権教育 一般

ハンセン病問題
～過去からの証言、未来への提
言～
家族で考えるハンセン病

ＤＶＤ 56

　本教材は、ハンセン病問題に焦点を当て、国や地方公共団体、企業
等の人権教育・啓発に携わる職員等が身に付けておくべきハンセン病
問題に関する歴史的経緯、当時の社会情勢、問題の本質等について、
関係者の貴重な証言や解説等を中心に分かりやすく簡潔にまとめてい
ます。また、広く一般市民を対象とした啓発現場においても使用でき
る有効なツールとなる映像も併せて制作し、次世代へ伝承しようとす
るものです。

55 人権教育 一般 ワークショップをやってみよう ＤＶＤ 18

　平成２６年度に作成された「ワークショップをはじめよう－参加型
の人権教室－」に続き、今回新たにワークショップで活用できる参加
者向けの視聴覚教材と、人権擁護委員等がワークショップを企画する
際の参考となる実践例を充実させた、より実践的なガイドブックが作
成されました。人権教室をはじめ、人権教育・啓発の場においてワー
クショップを導入する際にお役立ていただけます。

56 人権教育 一般

「部落の心を伝えたい２８」
夢のために
～闘い続ける家族・中山末男～

ＤＶＤ 28

　九州の久留米に生まれ育った中山末男さん。父は解放運動の先駆者
として地元をはじめ全国を飛び回っており、母が38年間、廃品回収で
家計を支えました。少年時の生々しい差別体験、結婚差別、そして、
長男に降りかかった差別事件。そのような差別との闘いの日々を熱く
語っています。

57 人権教育 一般

「部落の心を伝えたい２７」
出会いから学ぶ
～しなやかな新世代・高田美樹
～

ＤＶＤ 29

　高田さんが経験した出会いや差別の実体験をとおして、同和教育・
人権教育で大切にしてほしいことを伝えている教材です。暗く、重
く、辛い話題になりがちなテーマについて、明るく、軽く、楽しく伝
える話しぶりはこれまでになく、若者にも伝わりやすい内容になって
います。

58 アニメーション
小・中学生

以上 ハードル ＤＶＤ 84

　小学生から中学生へと、成長する主人公にふりかかる「いじめ」。
しかし彼は、傷つきながらも、自分の心の壁（ハードル）を乗り越
え、また自分が行きていくために勇気を奮い起こし立ち上がっていき
ます。本作品は子どもたちに思いやりの心と勇気を与えるメッセージ
であるとともに、両親や教員など、子どもたちを見守る大人の方々に
もご覧いただけます。

59 人権教育 一般 あなたに伝えたいこと ＤＶＤ 36

　この作品のテーマは「インターネット時代における同和問題」で
す。インターネットには、その利便性とともに、匿名性に関する誤っ
た理解に基づく差別的な書き込みなど陰の部分があります。その危険
性に私たちがどのように向き合っていけばよいかを問い直します。作
品の中の主人公の女性の結婚話を中心に、同和問題やすべての差別を
なくしていくために重要であることを、明るい希望とともに伝えてい
ます。

60 人権教育 一般 家庭の中の人権　カラフル ＤＶＤ 31

　本作品は、子どもの就職や結婚といった家庭の中にある人権問題を
はじめ、ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス
ジェンダー）に対する思い込みの視点を取り上げ、多様性を認めるカ
ラフルな社会になるよう、一人ひとりが「人権」に対する意識と知識
を高められる作品です。家庭内で話し合うきっかけとしてお役立てく
ださい。

61 人権教育 中学生以上

ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ（イマ
ジネーション）
想う　つながる　一歩ふみだす

ＤＶＤ 34

　本作品は、「人権」を自分の問題として、また、日常の問題として
考える機会となるように制作されたものです。子どもの人権～いじめ
問題～、同和問題～結婚差別～、障害者の人権～発達障害～の3つの
エピソードが収録されており、幅広い場面で活用していただけます。
プリントアウトして活用できる紙資料用データも含まれています。

62 人権教育 一般

「部落の心を伝えたい２５」
芸能と差別～ひとり芝居・中西
和久～

ＤＶＤ 23

　2015年2月に行われた、第22回部落解放研究滋賀県集会における人
権トークとシンポジウム「いま語る『しのだづま考』」の中で、演劇
界を揺るがす差別発言事件について、その時のことを振り返りながら
語ってくださった中西和久さん。ひとり芝居に込める思いが伝わって
くる作品です。
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内容

63 人権教育 一般

無関心ではいけない！障害者の
人権
障害者差別解消法を理解する

ＤＶＤ 24

　国連の｢障害者権利条約｣批准の要件であった｢障害者差別解消法｣へ
の理解を深めてもらうための作品です。具体的に、視覚障害者、聴覚
障害者、車いすの方の日常を通して、障害を理由にした直接差別、障
害を理由にしない間接差別、合理的配慮を怠った場合の差別について
考えます。

64 人権教育 一般 新・人権入門 ＤＶＤ 25

　企業の人権担当者から取材した、実際の出来事を16のショートドラ
マとして構成。視聴者が今見たドラマには一体どんな人権課題が含ま
れていたのか？もしくは含まれていないのか？自分がそのシーンに遭
遇したらどうするのか？視聴者とドラマの出演者が一緒に学び、悩
み、考えることのできる教材です。

65 人権教育
小・中学生

以上

東山文化を支えた「差別された
人々」
シリーズ映像でみる
人権の歴史　第１巻

ＤＶＤ 16

　差別を受けていた「河原者」。しかし、差別を受けながらも、世界
遺産である銀閣寺や龍安寺の庭園などをつくった偉大な芸術家であっ
たという事実を丁寧に描いています。小学生版と中学生以上版の2タ
イトルを収録するとともに、指導の手引や資料類も充実しています。

66 人権教育
小・中学生

以上

江戸時代の身分制度と差別され
た人々
シリーズ映像でみる
人権の歴史　第２巻

ＤＶＤ 15

　中世に始まったすべての身分が、江戸時代に「制度化」されたこと
をわかりやすく解説し、かつての「士農工商えた非人」の図式に代
え、新しい図式を提示しています。また、部落差別の学習を通して
「いじめ」の問題を考える学習に発展させることもできる教材です。

67 人権教育 高校生以上

セクシュアル・マイノリティ理
解のために
～子どもたちの学校生活とここ
ろを守る～

ＤＶＤ 56

　最近テレビ等で見聞きすることもあるＬＧＢＴＩ（レズビアン／ゲ
イ／バイセクシュアル／トランスジェンダー／インターセックス）、
人口の５％、学校でいうと教室に１人はいると言われています。その
ことについてもっと知るため、学校でのケアについて考えるため、教
育関係者や支援者の方に御活用いただける内容です。

68 アニメーション 小学生以上
みんながHappyになる方法
～関係をよくする３つの理論～

ＤＶＤ 24

　ＤＶＤの３つの短編アニメは、対立を建設的に非暴力で解決するス
キルを伝えようというもので、小中学生をメインに大人も楽しめる内
容になっています。ブックレットには、大人向けに理論やアニメの授
業実践などが紹介されています。【ブックレット】

69 人権教育 中学生以上
あなたが　あなたらしく　生き
るために

ＤＶＤ 30

　本教材では、性的マイノリティについて正しい理解を持ち、さら
に、誰もが自分らしく毎日を過ごすため、立場の異なる一人ひとりが
何をすべきか、また社会全体がどんな取り組みをすべきなのかを分か
りやすく解説しています。性的マイノリティ理解の入門編として御活
用ください。

70 人権教育 中学生以上 未来を拓く５つの扉 ＤＶＤ 46

　全国中学生人権作文コンテストでは、次代を担う中学生が、身の周
りで起きたいろいろな出来事や自分の体験などから、人権について考
えています。この教材では、入賞作品の中から５編の作文を朗読し
て、アニメーションやイラストで紹介しています。

71 小学校教材 小学生 ココロ屋 ＤＶＤ 25

　小学生ひろきがココロ屋を通して「やさしいココロ」「すなおなコ
コロ」「あたたかいココロ」というふうに極端なココロの持ちようで
生活をするが、どうしてもうまくいかない。そして最後に見つけたも
のは何であったのでしょうか？
ココロの不思議と大切さを知るようになるお話です。道徳、総合的な
学習の時間等でも使用可能です。このＤＶＤは自分のココロを立ち止
まって考えてみる良い機会なります。

72 成人教育 一般 秋桜（コスモス）の咲く日 ＤＶＤ 34

　「目に見えにくい違い」の一つである発達障害（アスペルガー症候
群）のある介護士直也の生きづらさや痛みを真摯に伝えるとともに、
「違い」が生み出すプラスのエネルギーを美しく群生するコシモスの
花々と重ね、「ともに生きることの喜びを」を伝えるための教材とし
て制作されています。

73 教育方法 一般 ワークショップをはじめよう ＤＶＤ 54

　自分が誰かの権利を侵害しないためにも人権について学び、正しく
コミュニケーションをとることが必要です。このＤＶＤは、参加者の
理解と共感を引き出すためにどうすればよいかということにポイント
を置き、参加者自身が自分と向き合い、考えや思いを引き出すことの
できるワークショップの実施例及びアクティビティ事例集を多く収録
しています。
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No 種別 対象 作品名 メディア
時間
（分）

内容

74 同和問題 一般

同和問題
～過去からの証言、未来への提
言～
同和問題未来に向けて

ＤＶＤ 80

　我が国固有の人権問題である同和教育に焦点を当て、国や地方公共
団体、企業等さまざまな団体における人権教育・啓発に携わる職員等
が身に付けておくべき同和問題に関する歴史的経緯、当時の社会情
勢、問題の本質等について、関係者の貴重な証言や解説等を中心に分
かりやすく簡潔にまとめられています。人権教育・啓発担当者向けと
一般向けの二つに分かれて収録。

75 成人教育 一般
Coming Out Story
カミングアウトストーリー

ＤＶＤ 60

　“ComingOutStory”は、2010年度の日本映画学校の卒業制作として
作られ、その年の最優秀監督に贈られる「今村昌平賞」を受賞した。
梅沢監督は映画の持つ「問い」に未だ、確固たる回答を出していない
と感じ、卒業後、ひとり再編集を開始しました。完成した本作品は
「第20回東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭」で上映されるなど、多く
の反響を呼んだ作品です。

76 人権教育 一般 ヒーロー ＤＶＤ 34

　近年、社会から孤立する人が増えてきており、孤独死などが大きな
社会問題となっています。つまり血縁や地縁、社縁の希薄化によって
引き起こされる問題です。こうした「無縁社会」と呼ばれる社会状況
に対し、一人ひとりが何ができるかを、主人公行男の行動を通して新
たな地域のつながりを結んでいく大切さを提起しています。

77 人権教育
中学生
以上・
一般

人権は小さな気づきから
身近な人権問題

ＤＶＤ 34

　人権学習を８つの観点（「いじめ問題」「子どもの人権」「障がい
者の人権」「風評被害の問題」「虐待問題」「女性の人権」「高齢者
の人権」「病気を患った人の人権」）から、その気づきをわかりやす
く紹介しています。

78 人権教育 小学生以上
いじめと戦おう！ 小学生篇
～私たちにできること～

ＤＶＤ 21

　いじめはどのようにして起こり、どうすれば防げるのかを知ってお
くことは、現代に生きる小学生児童にとって必要な事です。本教材は
鑑賞した児童がいじめの・当事者、加害者、傍観者の立場を理解し、
考えることができるドラマ形式の教材です。大多数の傍観者が如何に
して「いじめの構図」を崩せるかという視点を中心に、いじめ問題全
般について話し合う場面で活用できます。

79 同和問題 一般

「部落の心を伝えたい２２」
心の窓を拓いて
－明石一朗－

ＤＶＤ 30

　明石一朗氏は小学校教師、全国同和教育研究協議会、大阪府教育委
員会等を通じ人権教育に深く携わっています。「読み書き計算・ボ
ケ・ツッコミ」「ぐっすり・しっかり・すっきり」と言うように明快
さが信条です。そして人権力を育むのは「好感・共感・親近感」と
言っています。差別解消の見通しを具体的に示す講演は学校・家庭・
地域コミュニケーション・職場に元気と勇気を与えています。

80 人権教育 一般 わたしたちの声　３人の物語 ＤＶＤ 45

　このビデオは、「全国中学生人権作文コンテスト」入賞作品の作者
の中学生が、日常生活の中で「人権」について理解を深めていった<
気付き>のプロセスを描いています。「いじめ」、「風評による偏見
や差別」「震災と人権」、「お互いをリスペクト（尊重）すること」
をテーマにした３篇のドラマを通して、視聴者に、身近なところから
「人権とは何か」「人権尊重とはどういうことか」といった、人権へ
の<気付き>を促すことを目的としています。

81 人権教育
企業
一般

職場の日常から考える
パワーハラスメント

ＤＶＤ 28

　ある会社で起こる様々な出来事を一本のドラマで描き、多様化する
「職場のパワーハラスメント」の問題に切り込んだ作品です。本ドラ
マでは、暴力や暴言といった従来型のパワハラは取り上げていませ
ん。むしろパワハラなのかそうではないのか、線引きが難しい事例を
中心に描いています。より働きやすい職場をつくるために、働く人が
それぞれの立場から、「職場のパワーハラスメント」をなくすために
どうすればいいのか、学んでいただける内容です。

82 人権教育
企業
一般 どう守る女性の人権 ＤＶＤ 24

　未だに職場に根強く残る女性への権利侵害の現状を再現ドラマで描
き、2007年時での男女雇用機会均等法の改正点を紹介していくことに
よって、なぜ法があっても女性への権利侵害が起こるのか、その原因
と対処法を具体的に説明していきます。（※文部科学省選定作品）

83 人権教育
企業
一般

それぞれの立場それぞれのきも
ち

ＤＶＤ 28

　職場では多様な人々が働き、年代・役職・家庭環境など社会的立場
も様々です。それぞれの立場ゆえにすれ違うこともありますが、相手
の気持ちを考えることで乗り越えていき、多様な仲間を受け容れてい
く過程をドラマで描きます。【2012年教育映像祭優秀作品賞】
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84 人権教育
中学生
以上・
一般

いじめと戦おう！ 中学生篇
～もしもあの日に戻れたら～

ＤＶＤ 23

　いじめはどのように起こり、どうすれば防げるのかは保護者や教員
にとって大きなテーマともいえます。本教材は、鑑賞した生徒がいじ
めのメカニズムや対策を自分の身に置き換えて考えることができるド
ラマ形式の教材です。いじめられっ子の立場だけでなく、傍観してし
まっている生徒たちがいかにして、クラスの「いじめの構図」を崩せ
るかという視点を中心に、いじめ問題全体について話し合うために活
用できます。

85 人権教育 一般 ほんとの空 ＤＶＤ 36

　誤解や偏見に気づき人と深く向き合うこと、他者の気持ちを我がこ
ととして思うこと、すべての人権課題を自分に関わることとしてとら
え、日常の行動につなげてもらうために、このドラマを制作しまし
た。～パンフレットより抜粋～

86 人権教育 一般
家庭の中の人権
生まれ来る子へ

ＤＶＤ 25

　このドラマでは、「家庭の中の人権」に目を向け、祖父母と孫夫婦
の会話を通して、私たちの身の回りにある人権問題をクローズアップ
しました。家庭の中で人権の尊さについて語り合い、伝えていくこと
は、すべての「いのち」を大切にすることでもあり、気づくこと、そ
して行動することの大切さを描きます。

87 人権教育

中学生・
高校生・
青年・
一般

ふたりがよりよい関係をつくる
ために
～デートDVってなに？～

ＤＶＤ 23

　このＤＶＤは、ＤＶ防止の意識啓発のみならず、相手を思いやる気
持ちと自立の意識を育み、互いに尊重する関係を築くことを学習する
教材です。特に若年層の男女交際の問題を取り上げることで、より多
くの若い世代が、ＤＶを理解し、また、対等な人間関係を築いていく
ことの大切さを学習できるよう作成されています。より効果的な学習
ができるように「指導のてびき」もあります。

88 人権教育 一般 虐待防止シリーズ ＤＶＤ 26

　このビデオは、「児童虐待」「高齢者虐待」「ドメステイック・バ
イオレンス（ＤＶ）」を取り上げ、子どもや高齢者、配偶者に対する
虐待の事例をドラマで描くととともに、問題点や第三者としての関わ
り方について専門家のコメントを紹介しています。ドラマを通して、
虐待を他人事ではなく、身近な問題として捉え、虐待の防止・解決に
ついて考えていくことを目的としています。















滋賀県教育委員会事務局生涯学習課あて  （FAX：077－528－4962） 
下記資料を活用いただけましたら、この用紙に御記入後下記まで送付いただけると幸いです。 

 

  

 

 
 

人権学習会・懇談会で下記のとおり活用しましたので報告します。 

 

記 
 

学習会・懇談会の名称  

実施市町、自治会名  

報告者  職・氏名             ・ 

連 絡 先  

実 施 日 時  令和   年   月   日（    ）     ：    ～    ： 

実 施 会 場   

参 加 対 象 ・ 人 数                   人 

テーマ・人権課題  

 

該当する選択肢を○で囲んでください。 

（複数選択可） 

①女性  ②子ども  ③高齢者  ④障害のある人   

⑤部落差別（同和問題）  ⑥アイヌの人々  ⑦外国人   

⑧感染症  ⑨ハンセン病患者・元患者やその家族 

⑩刑を終えて出所した人やその家族  ⑪犯罪被害者やその家族  

⑫インターネット上の人権被害 

⑬北朝鮮当局によって拉致された被害者等   ⑭ホームレス   

⑮性的マイノリティ  ⑯人身取引（性的サービスや労働の強要等） 

⑰震災時の災害に起因する人権問題  

⑱その他（                                   ） 

学 習 形 態  
該当する選択肢を○で囲んでください。 

（複数選択可） 

①講演   ②ワークショップ   ③グループ討議   ④展示 

⑤その他（                                 ） 

使 用 教 材 名 波紋  ・  手引    その他（                              ） 

内 容 ・ 感 想 等   

御協力ありがとうございました。 

※ご不明な点等ございましたら、滋賀県教育委員会事務局生涯学習課までご連絡ください。     

TEL：077-528-4654 

社会教育における人権学習の手引 「波紋No.４３」 活用報告書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「波紋」 

 

  表題「波紋」は、現代の矛盾や偏見、差別を掘り起こし、みんなの

課題として取り上げ、正しく認識して、その課題が波紋のように人々

の間に幾重にも広がり、解決されていくことを願って名づけました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な人権問題について 

正しい認識と理解を 

深めましょう！ 

滋賀県人権啓発キャラクター 

「ジンケンダ―」 

「波紋」シリーズ No.４３ 

令和６年(２０２４年）３月 

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課 

〒5208577 大津市京町四丁目 1 番 1 号 

TEL  077-528-4654 

URL  https://www.nionet.jp/ 
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